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　「せたホッと」の事業が始まって３年間、いつもなちゅとともに活動してきたような気がします。なちゅ
のカードをだいじにもっていて、何か困ったことがあったらここに電話しようと思っている子ども、友
だちからここに相談した方がいいよといわれて電話してきた子ども、小学校のときにはじめてカードを
もらい、中学生になって相談してきた子どもなど、かわいらしいなちゅの姿は子どもたちの中に浸透し
て、子どもからの相談が６割をこえるようになりました。
　世田谷区子ども条例は、その前文で、「子どもは、未来への希望です。将来へ向けて社会を築いてい
く役割を持っています。子どもはそれぞれ一人の人間として、いかなる差別もなくその尊厳と権利が尊
重されます。」と記しています。子どもの権利をまもる機関として設置されている「せたホッと」は、
権利侵害についての相談だけでなく子どもたちからの対人関係についての悩みや家庭家族の悩みなどに
ついても相談に乗って子どもたちを支えています。権利侵害とまではいえない友だちとの関係について
の悩みも放っておけば深刻な問題になるかもしれない、そういうときに子どもたちの声に耳を傾けるこ
とで深刻な問題になることを未然に防げるだろう、そう思いながら子どもたちの話を聴いています。
　おとなでも子どもでも、一人の人間として、その尊厳と権利を尊重されるということは、誇りをもっ
て生きていくために必要なことです。
　いじめ防止対策推進法ではいじめとは、一定の人間関係にある他の子どもから、心理的または物理的
な影響を与える行為をされて、いじめられた子どもが心身の苦痛を感じている場合をいうと定義されて
います。いじめは、いじめを受けた子どもの人間としての尊厳を奪う行為であり、自尊心を傷つけ生き
ていく力を奪ってしまうような恐ろしい力をもつときがあります。
　「せたホッと」からもお願いしていますが、弁護士会では子どものいじめ予防授業を行っています。い
じめが実際にあるからいじめ授業をするのではなく、いじめを予防するために行っている授業です。ク
ラスの中で子どもたちと意見交換しながら子どもになぜいじめをしてはいけないかを考えてもらいます。
　子どもの尊厳と権利を尊重するということは、子どもが自分の考えをもつことを尊重することからは
じまります。自分の意見を尊重され一人の人間として大事にされ、他の子どもにもそれぞれ自分の意見
があり、それぞれ一人の人間としての尊厳があるということが理解されればいじめがエスカレートする
ことはなくなっていくのではないでしょうか。
　これからも子どもの尊厳と権利を尊重するという気持ちで子どもたちの話に耳をかたむけていきたい
と思います。

マスコットキャラクター なちゅ
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Ⅰ　世田谷区子どもの人権擁護委員「せたがやホッと子どもサポート」の制度

1　子どもの人権擁護委員（以下、子どもサポート委員）の設置目的、職務
（1）設置目的

子どもの人権を擁護し、権利を侵害された子どものすみやかな救済を図るため。
（2）位置づけ

地方自治法第138条の4第3項に基づく区長及び教育委員会の附属機関（＊）とする。

（3）職務内容
①子どもの権利の侵害についての相談に応じ、必要な助言や支援をすること。
②子どもの権利の侵害についての調査をすること。
③子どもの権利の侵害を取り除くための調整や要請をすること。
④子どもの権利の侵害を防ぐための意見を述べること。
⑤子どもの権利の侵害を取り除くための要請、子どもの権利の侵害を防ぐための意見などの内容を
公表すること。

⑥子どもの権利の侵害を防ぐための見守りなどの支援をすること。
⑦活動の報告をし、その内容を公表すること。
⑧子どもの人権の擁護についての必要な理解を広めること。

2　委員への協力
・区の機関は、委員の設置の目的を踏まえ、その職務に協力しなければならない。
・区民や区以外の機関は、その職務に協力するよう努めなければならない。

3　対象
18歳未満の子ども（子どもに準ずる場合として18歳又は19歳で高等学校等に在学等している場合
も対象）の権利侵害にかかる事案。

4　体制（平成28年3月現在）
（1）子どもサポート委員　３名…

氏　名 所…属…等

一場　順子…（いちば　よりこ） 弁護士（東京弁護士会）

月田　みづえ…（つきだ　みづえ） 昭和女子大学大学院福祉社会研究専攻教授
（子ども家庭福祉、社会福祉）

半田　勝久…（はんだ　かつひさ） 日本体育大学体育学部准教授
（教育制度学、教育法学、情報科学、子ども支援学）

　子どもサポート委員の独任制を原則とする。要請、意見の表明及び公表の際は、より慎重を期すために、委員間の協議に
より対応する。
※上記3名は平成28年4月にいずれも再任された。

＊子どもの権利侵害の事案には、区立学校で発生したものや、保育所、児童館など学校以外の区の機関で起こったもの、
あるいは私立学校、職場、家庭で起こったものなど、多岐にわたることが想定される。こうした事案に対して、区
長部局と教育委員会が一体となって区全体で子どもの権利侵害に関する救済等に取り組んでいくことを明確にする
ため、両執行機関の附属機関として共同設置した。
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（2）相談・調査専門員　４名
　子どもサポート委員を補佐し、相談対応や関係機関との連絡、調整等を行う。
　社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、幼稚園教諭、保育士の有資格者など。

（3）事務局
　　子どもサポート委員の活動支援、区組織との連携・調整等を行う。

子ども・若者部子ども家庭課

5　相談方法等
（1）相談方法

○電　話：0120－8
ホッと
10－ 2

にきゅうさい
9 3〔フリーダイヤル〕

○メール：区ホームページ　子どもなやみそうだん　→　せたがやホッと子どもサポート…より、
メール入力用フォームに相談内容を記入し、送信

○面　接…：予約なしでの相談も可
○ＦＡＸ：03－3439－6777（ホッとにきゅうさいFAX　53ページに送信フォーム掲載）
○その他：手紙、はがきによる相談も可

（2）相談時間… 月曜日～金曜日：午後1時～午後8時
… 土曜日：午前10時～午後6時（日曜日・祝日・年末年始はお休み）
（3）窓口所在地

世田谷区宮坂3－15－15　子ども・子育て総合センター３階
（小田急線…経堂駅北口より徒歩7分）

６　相談の流れ（仕組み）
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７　擁護委員会議
　世田谷区子ども条例施行規則第15条では、「擁護委員の職務執行の一般方針その他の必要な事項を決
定するため、擁護委員全員で構成する擁護委員会議を設置する」（1項）とされ、擁護委員の互選のも
と代表擁護委員を置き（2項）、代表擁護委員が招集し（3項）、非公開とする（4項）と規定されています。
　会議は月に２回程度開催しており、機関運営に関すること、広報・啓発等について検討します。
　案件への対応は各委員の独任制を基本としていますが、会議ではそれぞれの専門分野から子どもの最
善の利益実現のためにどのようにしていけばよいのか検討していきます。申立て案件や発意案件に関し
ては擁護委員の合議で方針を決めていきます。
　平成27年度は計22回開催しました。

擁護委員会議の開催回数

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

回数 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22

　擁護委員（子どもサポート委員）は会議開催日以外にも定期的に勤務し、そのつど新規案件や継続案
件について話し合いを行います。擁護委員会議は、これらの対応方針を全体で協議する場としても機能
しています。

８　これまでの経過

平成14年　4月 子ども条例施行

平成17年　3月 子ども計画策定、教育ビジョン策定

平成23年12月 区立校の小学5年生及び中学2年生約2,600人を対象に「子どもの生活と人権意
識」に関する調査を実施

平成24年　5月 子どもの人権擁護の仕組み検討アドバイザー会議を設置、新たな制度の具体的
検討に着手

10月 同会議にて「子どもの人権擁護の仕組み検討まとめ報告」とりまとめ

12月 子ども条例を改正し、第三者機関として子どもの人権擁護委員を位置づけ

平成25年　2月 子どもの人権の擁護と救済を考えるシンポジウム「新たな第三者機関の設置に
向けて」開催（成城ホール）

4月 改正子ども条例を施行、せたがやホッと子どもサポート（せたホッと）設置

7月 区立子ども・子育て総合センター（宮坂3-15-15）にて相談業務を開始

平成26年　6月 「平成25年度活動報告書」を発行

7月 平成25年度の活動報告会を開催（成城ホール）

平成27年　3月 区立学校の通常学級での特別支援教育に関する意見を表明

6月 「平成26年度活動報告書」を発行

7月 平成26年度の活動報告会を開催（北沢タウンホール）



平成 27年度の活動状況
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Ⅱ　平成27年度の活動状況

1　相談の状況
　平成27年4月1日から平成28年3月31日までの相談活動の状況は、平成25年度（平成25年7月1日～
平成26年3月31日）からの相談継続件数を含め、以下のとおりです。

（1）相談の状況

　平成26年度からの継続件数は65件、平成27年度の新規件数は239件だったため、平成27年度は、合
計で304件に対して相談対応しました。

（2）平成27年度の新規件数
　平成27年度の新規件数、239件の月別・相談者別の内訳は以下の通りです。

新規件数
子ども おとな 月別計

4月 29　（18.4%） 8　（9.9%） 37　（15.5%）
5月 11　（7.0%） 6　（7.4%） 17　（7.1%）
6月 13　（8.2%） 6　（7.4%） 19　（7.9%）
7月 8　（5.1%） 6　（7.4%） 14　（5.9%）
8月 10　（6.3%） 2　（2.5%） 12　（5.0%）
9月 9　（5.7%） 11　（13.6%） 20　（8.4%）

10月 29　（18.4%） 11　（13.6%） 40　（16.7%）
11月 14　（8.9%） 5　（6.2%） 19　（7.9%）
12月 20　（12.7%） 6　（7.4%） 26　（10.9%）
1月 8　（5.1%） 6　（7.4%） 14　（5.9%）
2月 6　（3.8%） 6　（7.4%） 12　（5.0%）
3月 1　（0.6%） 8　（9.9%） 9　（3.8%）

合計 158（100.0%） 81（100.0%） 239（100.0%）

平成25年度新規件数 　
132件

平成25年度終了件数 　
99件

平成26年度への継続件数
33件

平成27年度への継続件数
65件

（うち平成26年度新規分の終了は160件）

平成25年度からの継続件数
33件

平成26年度総件数　　
252件

平成26年度終了件数　
187件

平成26年度新規件数　
219件

平成26年度からの継続件数
65件

平成28年度への継続件数
73件

平成27年度新規件数　
239件

平成28年度への継続件数
73件

（うち平成27年度新規分の終了は174件）

平成27年度総件数　　
304件

平成27年度終了件数　
231件
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（3）平成27年度の延べ相談対応数、活動回数
　新規件数239件に前年度からの継続65件を加えた304件について、延べ相談回数は1,065回（初
回から終了までの間に相談者から寄せられた電話やメールなどの相談回数）、相談者への活動回数
428回（「せたホッと」から相談者に対して連絡をした回数）、関係機関との活動回数は554回（学
校や区の他部署等との関係機関とのやり取りを行った回数）、そのすべてを合わせた総活動回数は
2,047回となりました。
　なお活動回数の中には終了後の見守り対応も含んでいます。

延べ相談回数 相談者への活動回数 関係機関との
活動回数 総活動回数

子ども おとな 月別計 子ども おとな 月別計

4月 63
（10.9%）

40
（8.2%）

103
（9.7%）

18
（8.5%）

10
（4.7%）

28
（6.5%）

38
（6.9%）

169
（8.3%）

5月 46
（8.0%）

34
（7.0%）

80
（7.5%）

24
（11.3%）

9
（4.2%）

33
（7.7%）

34
（6.1%）

147
（7.2%）

6月 36
（6.2%）

38
（7.8%）

74
（6.9%）

10
（4.7%）

20
（9.3%）

30
（7.0%）

65
（11.7%）

169
（8.3%）

7月 30
（5.2%）

29
（5.9%）

59
（5.5%）

15
（7.0%）

19
（8.8%）

34
（7.9%）

33
（6.0%）

126
（6.2%）

8月 41
（7.1%）

14
（2.9%）

55
（5.2%）

31
（14.6%）

4
（1.9%）

35
（8.2%）

21
（3.8%）

111
（5.4%）

9月 16
（2.8%）

46
（9.4%）

62
（5.8%）

4
（1.9%）

20
（9.3%）

24
（5.6%）

47
（8.5%）

133
（6.5%）

10月 60
（10.4%）

57
（11.7%）

117
（11.0%）

14
（6.6%）

27
（12.6%）

41
（9.6%）

70
（12.6%）

228
（11.1%）

11月 90
（15.6%）

46
（9.4%）

136
（12.8%）

18
（8.5%）

25
（11.6%）

43
（10.0%）

52
（9.4%）

231
（11.3%）

12月 66
（11.4%）

31
（6.4%）

97
（9.1%）

18
（8.5%）

18
（8.4%）

36
（8.4%）

37
（6.7%）

170
（8.3%）

1月 53
（9.2%）

53
（10.9%）

106
（10.0%）

18
（8.5%）

23
（10.7%）

41
（9.6%）

70
（12.6%）

217
（10.6%）

2月 38
（6.6%）

49
（10.0%）

87
（8.2%）

13
（6.1%）

19
（8.8%）

32
（7.5%）

49
（8.8%）

168
（8.2%）

3月 38
（6.6%）

51
（10.5%）

89
（8.4%）

30
（14.1%）

21
（9.8%）

51
（11.9%）

38
（6.9%）

178
（8.7%）

合計 577
（100.0%）

488
（100.0%）

1,065
（100.0%）

213
（100.0%）

215
（100.0%）

428
（100.0%）

554
（100.0%）

2,047
（100.0%）

※前年度からの継続数65件を加えた304件に対しての回数
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表①　相談の内容
　平成27年度の新規の相談内容で最も多かったのは、「対人関係」（73件、30.5%）でした。続いて、「学校・
教職員等の対応」（36件、15.1%）「いじめ」（30件、12.6%）、「家庭･家族の悩み」（28件、11.7%）、「心
身の悩み」（15件、6.3%）となりました。
　今年度は、「いじめ」の相談が減り、「学校・教職員の対応」に関する相談が増えました。昨年度に引
き続き、以下の④の「初回の相談者が子どもの場合」の相談が増えているため、「対人関係」に関する
相談が増え、全体の3割を占めています。

いじめ 学校・教職員
等の対応 虐待 不登校 行政の対応 非行・問題

行動 体罰 差別 セクハラ 学校事故

30
（12.6%）

36
（15.1%）

7
（2.9%）

5
（2.1%）

2
（0.8%）

4
（1.7%） ― ― ― 1

（0.4％）

対人関係
の悩み

家庭・家族の
悩み

子育ての
悩み

学校の
悩み 話し相手 学習・進路

の悩み
心身の
悩み 性の悩み その他 合計

73
（30.5%）

28
（11.7%）

12
（5.0%）

4
（1.7%）

2
（0.8%）

6
（2.5%）

15
（6.3%）

2
（0.8%）

12
（5.0%）

239
（100.0%）

表②　初回の相談者
　年々子どもからの相談が増え、今年度は、子ども「本人」からの相談件数（158件、66.1%）がおと
なからの相談件数の約2倍になりました。今年度は、「友だち」や「きょうだい」にあたる子どもから
の相談はありませんでした。おとなの相談者の内訳としては、「母親」（61件、25.5%）、「父親」（8件、
3.3%）、「関係機関」（6件、2.5%）となりました。
　また、関係機関から初回の相談が入るケースも増えています。「関係機関」の内訳としては「学校」「児
童福祉施設」「民生･児童委員」から相談が寄せられました。「その他」の内訳としては、「友だちの保護
者」や「習い事の先生」「ボランティア」などがありました。
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（％）

27年度

26年度
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じ
め
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校
・
教
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等
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行
政
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対
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非
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・
問
題
行
動

体
罰

差
別

セ
ク
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学
校
事
故

対
人
関
係
の
悩
み

家
庭
・
家
族
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悩
み

子
育
て
の
悩
み

学
校
の
悩
み

話
し
相
手

学
習
・
進
路
の
悩
み

心
身
の
悩
み

性
の
悩
み

そ
の
他

8.78.7 3.73.7 22.822.8 11.911.9 6.46.4 0.90.9 6.46.4
1.41.4

4.14.1
1.81.81.81.8

0.90.9
0.50.5

0.50.5

20.120.1 8.28.2

15.115.1 2.92.9 30.530.5 11.711.7 5.05.0
0.80.8
5.05.00.80.8

2.52.5

1.71.72.12.1
0.80.8
1.71.7
0.40.4

12.612.6 6.36.3



9

本人 母親 父親 祖父母 友だち きょうだい 関係機関 その他 合計

158
（66.1%）

61
（25.5%）

8
（3.3%）

2
（0.8%） ― ― 6

（2.5%）
4

（1.7%）
239

（100.0%）

表③　初回の相談方法
　初回の相談方法は、例年同様、子どももおとなも「電話」が全体の8割以上（203件、84.9%）を占
めており、次いで、「メール」（26件、10.9%）、「面接」（9件、3.8%）、「手紙」（1件、0.4%）となり
ました。昨年度と同様に、子どもからのメールによる初回相談が増え、全体の約15％（23件、14.6%）
を占めています。

電話 メール 面接 手紙 ＦＡＸ 合計

子ども 131（82.9％） 23（14.6％） 3（1.9％） 1（0.6％） ― 158（100.0％）

おとな 72（88.9％） 3　（3.7％） 6（7.4％） ― ― 81（100.0％）

合計 203（84.9％） 26（10.9％） 9（3.8％） 1（0.4％） ― 239（100.0％）

27年度

26年度

本
人

母
親

父
親

祖
父
母

友
だ
ち

き
ょ
う
だ
い

関
係
機
関

そ
の
他

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

25.525.5 3.33.3 2.52.5
0.80.8

1.71.7
66.166.1

31.131.1 1.81.8
1.41.4

1.81.8
1.41.4
2.72.759.859.8

お
と
な

子
ど
も

27年度

26年度

27年度

26年度

電
話

メ
ー
ル

面
接

手
紙

F
A
X

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

14.614.6 1.91.9
0.60.682.982.9

3.73.7 7.47.488.988.9

15.615.6 2.22.2
2.22.280.080.0

3.63.6
1.21.2

95.295.2
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表④　初回の相談者が子どもの場合の相談の内容
　初回の相談者が子ども（本人158件）の場合、相談の内容は「対人関係」（66件、41.8%）が最も多く
全体の4割以上を占めています。続いて「家庭・家族の悩み」（23件、14.6%）「いじめ」（16件、10.1%）
となりました。初回の相談者が子どもに限った場合でも、昨年度に比べ「いじめ」に関する相談は8件減り、
「家庭・家族の悩み」が6件増えています。「家庭・家族の悩み」の中では保護者だけではなくきょうだい
との喧嘩など家庭内でのコミュニケーションに関わる相談が多く見受けられました。

いじめ 学校・教職員
等の対応 虐待 不登校 行政の対応 非行・問題

行動 体罰 差別 セクハラ 学校事故

16
（10.1%）

11
（7.0%）

4
（2.5%）

2
（1.3%） ― ― ― ― ― ―

対人関係
の悩み

家庭・家族の
悩み

子育ての
悩み

学校の
悩み 話し相手 学習・進路

の悩み
心身の
悩み 性の悩み その他 合計

66
（41.8%）

23
（14.6%） ― 4

（2.5%）
1

（0.6%）
6

（3.8%）
15

（9.5%）
2

（1.3%）
8

（5.1%）
158

（100.0％）

表⑤　相談対象となる子どもの所属
　相談対象となる子どもの所属で、最も多かったのは小学校に在学している子どもに関する相談が全体
の約6割（138件、57.7%）となりました。次に中学校（66件、27.6%）、高校（26件、10.9%）となり、
昨年度より未就学児が大幅に減少し、中学生に関する相談がやや多くなりました。各学年の内訳は表⑥
の通りです。

未就学 小学校 中学校 高校 不明 合計

1（0.4％） 138（57.7％） 60（27.6％） 26（10.9％） 8（3.3％） 239（100.0％）

27年度

26年度

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

未
就
学

小
学
校

中
学
校

高
校

不
明

57.757.70.40.4 27.627.6 10.910.9 3.33.3

58.958.9 22.822.8 11.911.9 2.72.73.73.7

27年度

26年度

い
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め

学
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等
の
対
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登
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行
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題
行
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罰
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ハ
ラ

学
校
事
故

対
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関
係
の
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み

家
庭
・
家
族
の
悩
み

子
育
て
の
悩
み

学
校
の
悩
み

話
し
相
手

学
習
・
進
路
の
悩
み

心
身
の
悩
み

性
の
悩
み

そ
の
他

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

7.07.0
1.31.3

41.841.8 14.614.6 3.83.82.52.5
0.60.6 1.31.3

5.15.12.52.510.110.1 9.59.5

6.76.7 1.51.5 31.131.1 12.612.6 2.22.24.44.4 1.51.5
3.03.0

5.95.9
0.70.7
0.70.7
0.70.7

17.817.8 11.111.1
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表⑥−1　相談対象となる子どもの学年
　相談対象となる子どもの学年は全体では小学６年、中学１年からの相談が多くなりました。

未就学児
小学校

1年 2年 3年 4年 5年 6年 学年不明

1
（0.4%）

11
（4.6%）

22
（9.2%）

26
（10.9%）

19
（7.9%）

27
（11.3%）

32
（13.4%）

1
（0.4%）

中学校 高校
不明 合計

1年 2年 3年 学年不明 1年 2年 3年 学年不明

28
（11.7%）

16
（6.7%）

19
（7.9%）

3
（1.3%）

12
（5.0%）

8
（3.3%）

5
（2.1%）

1
（0.4%）

8
（3.3%）

239
（100.0%）

表⑥−2　初回の相談が子どもの場合の子どもの学年
　表⑥－１のうち、初回の相談が子どもからの相談だった場合の子どもの学年は小学５年、中学１年か
らの相談が多くなりました。

未就学児
小学校

1年 2年 3年 4年 5年 6年 学年不明

― 5
（3.2%）

17
（10.8%）

17
（10.8%）

15
（9.5%）

18
（11.4%）

15
（9.5%）

1
（0.6%）

中学校 高校
不明 合計

1年 2年 3年 学年不明 1年 2年 3年 学年不明

18
（11.4%）

5
（3.2%）

15
（9.5%）

3
（1.9%）

11
（7.0%）

5
（3.2%）

4
（2.5%）

1
（0.6%）

8
（5.1%）

158
（100.0%）

27年度

未
就
学
児

小学校 中学校 高校
１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

学
年
不
明

１
年

２
年

３
年

学
年
不
明

１
年

２
年

３
年

学
年
不
明

不
明

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

4.64.6
0.40.4

10.910.9 7.97.9 13.413.4 0.40.4 6.76.7 7.97.9 1.31.3 5.05.0
2.12.1

0.40.4
9.29.2 3.33.3 3.33.311.711.711.311.3

27年度

未
就
学
児

小学校 中学校 高校
１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

学
年
不
明

１
年

２
年

３
年

学
年
不
明

１
年

２
年

３
年

学
年
不
明

不
明

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

3.23.2 10.810.8 9.59.5 9.59.5 0.60.6 3.23.2 9.59.5 1.91.9 7.07.0
2.52.5

0.60.6
10.810.8 3.23.2 5.15.111.411.411.411.4
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表⑦　初回の相談者が子どもの場合の性別
　子ども（本人158件）からの相談の男女の内訳としては、これまで女子からの相談が7割を超えてい
ましたが、今年度は女子からの相談が7割弱になり、男子からの相談が3割を越えました。男子の相談
としては電話だけでなく中学生以上の男子が面接相談するケースも増えてきています。

男 女 不明 合計

49（31.0％） 106（67.1％） 3（1.9％） 158（100.0％）

表⑧　相談者との相談方法
　相談者からの相談方法で最も多いのは、子どももおとなも「電話」(715回、67.1%)でした。昨年同
様子どもはメールのやりとりが多く、おとなの5倍以上となっています。また、今年度は「面接」(171回、
16.1%)が増え、昨年度の1.4倍になっています。
　「せたホッと」から相談者への相談連絡方法としては、子どもに対しては「メール」（139回、17.6%）
おとなに対しては、「電話」（177回、25.2%）となり、傾向としては例年と大きな変化はありません。
　また面接は、子どももおとなも「せたホッと」での所内面接が多いですが、低年齢で公共交通機関を
利用できず、来所が困難な子どものところへ訪問して面接する機会が増えています。

電話 メール 面接 手紙 FAX

計 合計相談者
から

せたホッと
から

相談者
から

せたホッと
から

所内
面接

訪問
面接

相談者
から

せたホッと
から

相談者
から

せたホッと
から

子ども
（％）

342
（43.3%）

44
（5.6%）

142
（18.0%）

139
（17.6%）

89
（11.3%）

24
（3.0%）

4
（0.5%）

6
（0.8%） ― ―

790
（100.0％）

1,493

合計 386
（48.9%）

281
（35.6%）

113
（14.3%）

10
（1.3%） ―

おとな
（％）

373
（53.1%）

177
（25.2%）

26
（3.7%）

24
（3.4%）

82
（11.7%）

11
（1.6%）

3
（0.4%）

2
（0.3%）

4
（0.6%）

1
（0.1%） 703

（100.0％）
合計 550

（78.2%）
50

（7.1%）
93

（13.2%）
5

（0.7%）
5

（0.7%）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

71.171.1 0.70.728.128.1

67.167.131.031.0 1.91.927年度

26年度

男 女 不明
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表⑨　委員･専門員の総活動回数（方法別）
　「せたホッと」の相談活動は電話（1,383回、67.6%）が７割弱と最も多く、次いでメール（333回、
16.3%）、面接（306回、14.9%）となりました。この傾向は例年通りでしたが、総活動回数は昨年の約1.2
倍になりました。

電話 メール 面接 手紙 FAX 合計

1,383（67.6％） 333（16.3％） 306（14.9％） 16（0.8％） 9（0.4％） 2,047（100.0％）

表⑩　委員･専門員の総活動回数（対応先別）
　相談対応先としては、子ども（790回、38.6%）が４割弱となり、次におとな（703回、34.3%）、
関係機関（554回、27.1%）となりました。昨年度に比べて、関係機関とのやり取りが大幅に増えてい
ます。

子ども おとな 関係機関 合計

790（38.6％） 703（34.3％） 554（27.1％） 2,047（100.0％）

27年度

26年度

子ども おとな 関係機関

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

34.334.3 27.127.138.638.6

34.734.7 23.523.541.841.8

27年度

26年度

電話 メール 面接 手紙 FAX

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

16.316.3 14.914.9 0.80.8
0.40.467.667.6

20.020.0 13.613.6 0.50.5
0.20.265.765.7
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表⑪　新規件数と総活動回数の月別推移
　新規件数は、10月、4月、12月の順に多く相談がありました。総活動回数は、11月、10月、1月の
順に多く活動しました。

新規件数 総活動回数※

37　（15.5％） 4月 169　（8.3％）

17　（7.1％） 5月 147　（7.2％）

19　（7.9％） 6月 169　（8.3％）

14　（5.9％） 7月 126　（6.2％）

12　（5.0％） 8月 111　（5.4％）

20　（8.4％） 9月 133　（6.5％）

40　（16.7％） 10月 228　（11.1％）

19　（7.9％） 11月 231　（11.3％）

26　（10.9％） 12月 170　（8.3％）

14　（5.9％） 1月 217　（10.6％）

12　（5.0％） 2月 168　（8.2％）

9　（3.8％） 3月 178　（8.7％）

239（100.0％） 合計 2,047（100.0％）
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新規件数

総活動回数
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2　権利の侵害を取り除くための申立て等
　平成27年度は、世田谷区子ども条例第19条に基づく権利侵害を取り除くための申立てを1件受理し
ました。また、この申立てを受け、同第20条1項に基づく調査を行いました。

3　相談内容の分析
　「せたホッと」が開設して、3年目の年度となりました。新規の相談件数も、委員・専門員による相
談対応回数も平成26年度に比べて多くなり、平成27年度を終えました。
　新規の相談件数の特徴としては、例年、子どもからの相談が多かったのですが、今年度は特に多く、
その中でも男子自身からの相談が増加しました。これまで、男子の相談は、保護者からの相談が多かっ
たのですが、自ら電話や来所相談してくる男子が増えました。また、今年度は4月と10月にリーフレッ
トやカード、11月にニュースレターを区内の国・私立を含めた小・中・高の学校を通してすべての児
童への配布を依頼したため、配布直後は電話やメールによる新規相談が相次ぎました。例年同様、学校
の夏休みや冬休みとなる月は新規の相談件数は少なくなる傾向が見受けられました。
　また、継続相談も多くなってきましたが、申立てされた相談も含め今年度終了したのは174件となり
ました。平成28年度への継続件数は73件です。
　相談対象となる子どもの所属の多くは、小学生が138件であり、次いで、中学生が60件、高校生が
26件という傾向も例年通りでした。中学生がやや増加した背景としては、小学校高学年あるいは中学
入学当初に「せたホッと」が開設し、どのようなところかが多くの中学生に浸透してきているのだと思
われます。相談したきっかけとして、多くの子どもから「カードを大切に取ってあった」と語られてい
ます。また、中学生以上になるとメールでの相談が多くなります。電話やメールのみで終える相談も多
いです。
　相談の内容は、「対人関係」に関する相談が73件と最も多く、続いて「学校・教職員等の対応」が36
件となりました。例年多かった「いじめ」はそれに続く30件となりました。件数は少なくなっていますが、
例年より「いじめ」の相談は、極めて早急な対応を求められるものが多かったです。また、いじめをし
た子どもの保護者からの相談も数件ありました。「学校・教職員等の対応」の相談の半数以上がおとな
からの相談になり、場合によっては保護者がすでに学校とやり取りをしたあとに困って相談に来られて
いることも多かったです。
　「対人関係」に関する相談は、子ども同士でもめていることについてのものが多いです。どれほどい
やな思いをしたかなどを丁寧に聞き取る中で、もう一度仲良くするには、あるいは、距離を置くにはど
うしたらいいか、子どもたちは自分の持っている力を最大限に発揮して解決策を導き出してくれます。
「せたホッと」はその思いに寄り添いながら、解決策がうまくいくよう見守っていきます。
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Ⅲ　相談対応・調整活動状況

1　事例紹介
※プライバシー保護のため、内容等は一部変更してあります。

相談者
子どもの所属
相談の主な内容
相談方法

相談および調整の概要

事例①
母親・本人
中学生
いじめ
電話・面接

【相談内容】
　「中学2年の頃から、子どもがいじめにあっている。金品紛失や、私物破損、
身体にも、傷やあざがあるときもあった。LINEにも、本人を中傷する書き込
みがあり、『もう学校に行きたくない。』と言いだした。父母で早々に学校へ相
談に行ったが、その後も改善されている様子がなくどうしたらよいものか」と、
不安を訴える母親からの電話相談がありました。

【せたホッとから】
　委員と専門員がそれぞれ、親子の面接を行いました。親の面接では、父母が早々
に学校へ相談に行ったにも関わらず、改善されなかったことへの、やり場のな
い不信感などを受け止めました。
　また、子どもの面接では、いじめを誰かに告げることでのやり返しに恐怖を
感じ、言いたくても言えなかった子どもの思いが伝わってきました。委員と専
門員で、学校訪問を行い、学校がそのいじめについて認識していたことを確認
した上で、安心・安全の場になるよう共によい方法を考えました。また生徒た
ちへの調査・指導は、相談者本人が特定されないよう十分に配慮してもらうこ
ともお願いしました。教員の取り組みにより、いじめはなくなりました。子ど
もは、秘密がきちんと守られていることがわかり、まわりのおとなに伝えても
大丈夫であることを確信し、安心して登校できるようになりました。

事例②
父親・母親・本人
小学生
いじめ
電話・面接

【相談内容】
　「クラスでいじめにあっている。髪をひっぱられたり、物を隠されたり、わざ
と足をひっかけられたり、クラスのみんなから笑いものにされたりした。子ど
もは我慢をしていたようで、昨日突然『学校に行きたくない』と泣き出した。いっ
たい何がなんだかわからず、子どもをどうしたらいいものか、学校に相談すれ
ばよいのか、何を一番にしたら良いのか、教えてほしい。」という父親からの電
話相談がありました。

【せたホッとから】
　まずは、子どもの心と身体のケアを優先し、これ以上、つらい思いをしない
ように、お子さんが安心・安全が確保されるまで学校に行きたくないとのお話
があったら、学校をお休みするという選択肢もあるのではとお伝えしました。
　すぐに、委員と専門員が、父母・子どもの面接を行いました。その後、学校
に状況をお伺いしにいくと、いじめが深刻であることがわかったため、いじめ
予防授業を取りいれながら、学校全体で考えることになりました。その後、時
間をかけながら少しずつ子どもが学校生活に戻れるよう見守りを続けていきま
した。
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相談者
子どもの所属
相談の主な内容
相談方法

相談および調整の概要

事例③
母親・本人
小学生
学校・教職員等の
対応
電話・面接

【相談内容】
　「先生の指導を理解できない子どもがいて、クラスはまとまりのない状態にな
りつつある。このままでは子どもが落ち着いて学校生活を送れないのではない
か。現状のクラス運営に不満があるので、どうにかして欲しい」という、母親
からの電話相談がありました。

【せたホッとから】
　委員と専門員が親・子どもと面接を行い、学校で落ち着いて勉強ができない
様子や、先生と子どもたちの関わり方などについて話を聴きました。
　その後、親子の了承を得て学校訪問をしました。校長・副校長に当該クラス
の様子を聴き取り、相談者の思いを伝えました。また、クラスの状況をよくす
るために委員がコーディネーターとなり、学生ボランティアの導入の提案をし
ました。時間をかけクラスが落ち着きをとり戻した後、相談者の親子は安心で
きてきた様子で、楽しい学校生活を送れているとの確認がとれました。

事例④
本人
中学生
虐待
面接

【相談内容】
　放課後に突然来所した子どもから、「きょうだいのなかで私だけが怒られる。
ご飯も私だけ食べさせてもらえないことがあり、もう家に居たくない」と相談
がありました。

【せたホッとから】
　話を聴いていくと、継父が本人にだけ厳しく接するきょうだい間差別がある
ため、家庭内に居場所がないようでした。また、ご飯を食べさせてもらえない
という訴えもあり、虐待の疑いもあった為、本人の許可を取り、子ども家庭支
援センターに対応を依頼しました。
　その後も定期的に本人と面接を行い、放課後の居場所の役割も果たしつつ、
中学卒業後の進路や、将来は一人暮らしをしたいという本人の希望を聴きなが
ら、そのために必要なことなどを話し合いました。

事例⑤
本人
中学生
不登校
メール・面接

【相談内容】
　「部活が厳しすぎて、先輩に怒られたりするのが嫌だなと思うようになって、
なんとなくクラスの友だちともうまくいかない感じがして、学校に行きにくく
なってしまいました。家にいても母親とのトラブルが絶えず、自分の居場所が
ないように感じています。自分が生きている意味が感じられません」という本
人からのメール相談がありました。

【せたホッとから】
　子どもが、電話や来所での相談は不安とのことで、メールでの相談を希望し
たため、そのままメールでのやりとりを続けました。不定期ながらも送られて
くるメールでは、勉強や進学への不安を抱えていること、人とうまく関わるこ
とができない自分が嫌だと感じていることなどを語ってくれました。子どもの
気持ちに寄り添い応援していくと子どもから「会って話してみたい」となり、
来所につながりました。新学期と同時に学校へも通えるようになりましたが、
メールや面接での相談を通して見守りを続けていくことになりました。
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相談者
子どもの所属
相談の主な内容
相談方法

相談および調整の概要

事例⑥
本人
小学生
対人関係の悩み
電話

【相談内容】
　「お友だちを泣かせてしまった…。『せたホッとに電話してどうしたらよいか
聴いてみたら』とお母さんに言われた」という小学校低学年の子どもからの電
話相談がありました。

【せたホッとから】
　丁寧に話を聴いてみると、お友だちがいやなことを言ってきて、本人がたた
いたらお友だちが泣いてしまったようでした。本人の希望は「みんなで楽しく
仲良く遊びたい」ということだったので、どうしたらみんなで仲良く一緒に遊
べるかについて考えました。いやなことがあったらそのときは一度その子のそ
ばから離れてみて、あとで話すという方法が見つかり、本人も「やってみます」
と前向きな姿勢で、電話を終えました。その後も他の悩みごとを電話してくれ
るようになりました。

事例⑦
本人
中学生
対人関係の悩み
電話

【相談内容】
　「１年のときは、同じクラスで話せていたのに、学年が変わってから『友だち
がいるところでは、話しかけてこないで』と言われてしまいました。二人きり
だと話せるのに、友だちがいるところでは、話したいのに、話せない。どうし
たら彼女と話すことができますか。いい方法は、ありませんか」という、本人
からの電話相談がありました。…

【せたホッとから】
　話したいのに、話せないという自分の思いが伝わらない状況を受け止め、ど
うしたら話せるのかを一緒に考えました。二人きりだと話せるというので、「ど
んなときに二人きりになれるのか」など相談者とともに具体的に考えていくと、
電話やメールなどでも二人きりになれるのではないか、もっと他のやりかたも
あるのではないか、と子ども本人からいろいろな考えが語られました。「できそ
うなことから試してみます」との返事をもらい、終了しました。

事例⑧
本人
中学生
虐待
電話

【相談内容】
　「お母さんが怒ると、止まらなくてこわい。お父さんは、『お母さんを怒らせ
るのがいけない』と言う。もう我慢できない。まわりの誰にも相談できない。
どうすればいいですか」という子ども本人からの電話相談がありました。

【せたホッとから】
　まず、「勇気を出して相談してくれて、ありがとう」と伝え、誰にも相談でき
なかった子どもの苦しみに寄り添い、母親を怒らせない方法などについて一緒
に考えました。その後、子どもは勇気を持って母親に「せたホッと」に相談し
ていることを告げると、母親からおこられなくなったとのことでした。今後も
子どもと定期的に連絡をとりながら状況の確認をし、子どもには、小さなこと
でも相談してほしいことを伝えました。
　しばらくした後に再度連絡した際も、母親の大きな怒りはないようでした。
今は、学校での友だち関係のトラブルなどについても相談してくれるようにな
りました。
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相談者
子どもの所属
相談の主な内容
相談方法

相談および調整の概要

事例⑨
母親
子育ての悩み
電話

【相談内容】
　「中学1年になる息子が、最近言うことをきかなくなった。私の話を無視して、
ゲームばかりしている。兄の受験は失敗したので今度はがんばりたいが、どう
子育てしたらいいのかわからなくなった」という母親からの電話相談がありま
した。

【せたホッとから】
　母親の心配を受け止め、どのように子育てをしていきたいかを伺うと、まだ
まだ子どものことが心配で子離れができないでいる様子が伺えました。また、
それと同時に思春期を迎えながら、親離れが始まる子どもの成長に気づくこと
が寂しい気持ちを生み、不安を感じていることもわかりました。子どもの成長
をよろこびながら、見守る子育てをやってみるのはどうかと提案し、心配な気
持ちがあふれそうなときはいつでも相談してほしいとお伝えし、終了しました。

事例⑩
本人
高校生
心身の悩み
電話・面接

【相談内容】
　子ども本人から、「すべてに自信がなくもやもやする。なんだか不安でしかた
ない。心臓もドキドキする。僕はどうしたらよいでしょうか」という電話相談
がありました。話を聴いているうちに、「やっぱり、面接をしてほしいので今か
ら行ってもよいですか」と本人が面接を希望し、その日のうちに来所してくれ
ることになりました。

【せたホッとから】
　不安な思いにおしつぶされそうになってしまうという子どもの話を聴きなが
ら、一つひとつの事柄について、一緒に考え状況を整理していくうちに、何よ
りも話すことによって、心が落ち着き、楽になるということがわかり、不安な
気持ちになったときには、電話相談や、メールをうまく使い分けしながら、相
談してくれるようになりました。



22

2　関係機関との連携
　「せたホッと」の活動が3年目となった平成27年度は、昨年度と比べても、さらに多くの関係機関との連
携が進み、子どもの最善の利益のために、区内外の関係機関と連携・協力しながら活動を行なっていく機
会も増え、今年度は554回ありました。また、学校、児童福祉施設、区機関といった関係機関から相談が入っ
てくるケースも増加傾向にあり、関係機関の方々にも、「せたホッと」が周知されてきていると感じられ
ます。
　初回の相談者が関係機関だったケースは６件（相談状況の集計推移「２．初回の相談者の内訳」参照）あり、
それぞれのケースの中で、相談者である関係機関とは42回のやり取りを行っています*。
　本年度も子どもへの虐待が疑われる相談については、「児童虐待防止法」に基づき、世田谷区の子ども
家庭支援センター **へ通告を行うとともに、児童相談所や子ども家庭支援センター等と連携し、子どもへ
の対応について見守る関係機関のひとつとして役割を担っています。平成27年度は、世田谷区内５地域に
ある子ども家庭支援センターのすべてと連携し、子どもの虐待に関わる対応を行って来ました。今年度は
「虐待」の相談に関して、関係機関とのやり取りを83回行っています。
　また、「いじめ」や「不登校」など学校における子どもの相談については、世田谷区の「子ども条例」
に基づき、在籍学校へ対応を依頼することがあります。また、私立の学校へも、世田谷区の「子ども条例」
へのご理解をいただきながら、子どもの最善の利益のために協力を依頼することもあります。27年度は、
区立小学校が15ヶ所、区立中学校が6ヶ所、都立高校１ヶ所、お話を伺いながら今後のことについて検討
しました。学校に関わる相談では、関係機関とのやり取りを420回行っています。
　27年度は「いじめ」の相談に関わって、学校や教育委員会および、その他の子どもに関わる関係者等へ
の活動を計204回行っています。いじめ防止対策推進法の制定を受け、今後もこのような活動が増えてい
くことが予想されます。「せたホッと」では、「いじめ予防授業」など、子どもの権利の普及・啓発を通し
たいじめ予防の取り組みを行うとともに、相談を受けた場合には、子どもを解決の主体として捉え、その
子自身が本来持つ力を取り戻していけるよう、子どもの話を丁寧に聴き取り、その気持ちを代弁していく
ことを通して、子どもを中心とした問題解決を行っていきます。

＊　初回の相談者が「関係機関」である場合に行ったやり取りは、554回の中に含まれていません。
＊＊「子ども家庭支援センター」とは、東京都内の区市町村において、１８歳未満の子どもと家庭の問題に関するあらゆる相談

に応じる総合窓口として、地域の関係機関と連携をとりつつ、子どもと家庭に関する総合的な支援を行うことを目的に平成
7年より始まった東京都独自の制度です。世田谷区内には5地域に各1ヶ所設置されています。
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広報・啓発活動

1広報・啓発

2広報・啓発物品の一覧

3研修会への講師派遣

4視察受入れ

5他自治体との交流

6関係機関との意見交換

Ⅳ
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Ⅳ　広報・啓発活動

1　広報・啓発
　機関を身近に感じてもらえるよう「安心して相談できる機関」、「顔の見える相談機関」をモットーに、
広報・啓発活動に取り組んでいます。

項　　　目 実施時期 対象等 備　　　考

配布・掲示

ポスター 随時 区内の公立、国立、私立の全小・
中学校、高校等、関係機関等

リーフレット（小学生用） 4月 区内の公立、国立、私立の全小・
中学校、高校、保育園、幼稚園、
児童養護施設、児童館、図書館等
の子ども関連施設、出張所、病
院等の関係機関

約110,000枚　配布リーフレット
（中学生以上用） 4月

相談カード 4月・10月

メモ帳 随時 イベント参加者、アンケート協
力者、視察等来訪者

機関紙「せたホッとレター」
第4号 11月

区内の公立、国立、私立の全小・
中学校、高校、保育園、幼稚園、
児童養護施設、児童館、図書館等
の子ども関連施設、出張所、病
院等の関係機関
※区内学校は全児童・生徒を対
象に配布

約100,000部　配布

活動報告書 6月

区内の公立、国立、私立の全小・
中学校、保育園、幼稚園、児童
養護施設、児童館、図書館等の
子ども関連施設、出張所、病院
等の関係機関

約1,600部　配布

機関紙「せたホッとレター」
第5号 2月

区内の公立、国立、私立の全小・
中学校、保育園、幼稚園、児童
養護施設、児童館、図書館等の
子ども関連施設、出張所、病院
等の関係機関
※主に関係機関等のおとな対象

約17,000部　配布

クリアファイル 随時 イベント参加者、アンケート協
力者、視察等来訪者

消しゴム 随時 イベント参加者、アンケート協
力者、視察等来訪者

イベント参加
三茶子育てファミリーフェ
スタin昭和女子大学 6月 子育て世代 リーフレット・相談

カード配布

せたがやふるさと区民まつ
り 8月 小・中学生、区民等

アンケート協力・ゲー
ム参加者にクリアファ
イル、相談カード配布

世田谷246ハーフマラソン 11月 ハーフマラソンイベント参加者等 ブース来場者に相談
カード、消しゴム配布
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関係機関等との連携
児童館事業参加
（等々力・新町・松沢・森の・
池尻・山野・烏山・成城さ
くら・深沢・弦巻・上北沢）

随時 児童館のイベントに来場した児
童、生徒、保護者

リーフレット、相談
カード、メモ帳、クリ
アファイル、消しゴム
配布

その他の活動

ホームページ 随時 せたホッとの最新情報、活動等
を随時更新 　

活動報告会 7月
前年度の活動について条例に基
づき報告。いじめに関する講演
も併せて実施

いじめ予防授業…※共催 7月・3月 区立の小学生対象に弁護士とせ
たホッと委員による授業を共催 2校（小学校）

擁護委員会議 月2回程度 広報・啓発活動の方針及び内容
の検討 22回

テレビ・新聞等取材 3月 北海道新聞 　
※「いじめ予防授業」とは・・・いじめ被害をなくすための最善の策は、いじめの被害がひどくなる前に予防をすることと考え、
弁護士会の弁護士が学校に出向き、いじめは人権侵害として絶対に許されないことを理解してもらうことを目的として、いじ
めについて子どもたちと一緒に考える授業です。

　
どんな機関なのかをアピールするために、子どもや区民と直接触れ合うさまざまなイベントに参加し、
広報・啓発に取り組みました。

昭和女子大で毎年行われる三茶子育てフェスタでは、“せた
ホッと”のマスコットキャラクターのなちゅのお面に塗り絵
をしてもらいました。子どもたちの好きな色で自由に塗って
もらいます。（27年6月21日）

初の試みとして「せたホッと夏休
み講座（ワークショップ）」を開
催しました。スマートフォンにま
つわるトラブルについて学んだあ
とはストラップ作りを楽しんでも
らいました。（27年8月19日）

毎年夏に行われる恒例の「ふるさと区民まつり」。専門員考
案の水槽からなちゅを救い出す「たすけてなちゅ」ゲーム
は大盛況でした。（27年8月1日・2日）

松沢児童館のイベント「あそびの宝島」に参加し、広報啓
発活動を行いました。写真の宝箱は専門員の手作りです。

（27年10月18日）
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2　広報・啓発物品の一覧
せたホッとポスター

相談カード

メモ帳

消しゴム

イベント用 Tシャツ イベント用 のぼり

イベント用 のれん

クリアファイル

小学生用リーフレット

中学生以上用リーフレット
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機関紙せたホッとレター４号
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機関紙せたホッとレター５号
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3　研修会への講師派遣
　関係機関、子どもにかかわる団体等の研修会に講師として参加しています。講演の内容は「子どもの
人権擁護の新たな仕組みと活動状況」「人権全般についての講義、子どもの人権についての事例演習、ディ
スカッション」「子どもの人権を理解しよう」等です。

日　程 研修名 担　当

 8月21日 学校教育相談研修（中級） 委員

8月26日 スクールカウンセラー夏季研修 委員・専門員

4　視察受入れ
　世田谷区の議員や、他自治体の委員や職員、そして海外からの視察の計9件の視察がありました。内
容としては、子ども条例改正の経緯、内容、子どもに係わる関係機関との連携状況、事務局の運営状況
等を説明しました。

日　程 視察団体等

7月  9日 区議・都議（生活者ネットワーク）

7月10日 宗像市子どもの権利救済委員

8月  3日 区議（公明党）

8月  7日 大津市いじめ対策推進室　

8月11日 朝霞市福祉部

9月10日 韓国保健社会研究院　社会サービス研究室　児童福祉研究センター

10月12日 ベルギー　欧州子どもにやさしいまちネットワーク代表

10月22日 相模原市こども青少年課

3月30日 インドネシア共和国女性のエンパワーメントと児童保護省　子どもの参加局
長、子どもの健康と福祉局長

インドネシア共和国女性のエンパワーメントと児童保護省　子どもの参加局長、子どもの健康と福祉局長の視察
（中央の2名）
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5　他自治体との交流
　10月には西東京市で開催された「『地方自治と子ども施策』全国自治体シンポジウム2015」に参加し、
3月には「北海道の子ども条例と子ども相談・救済機関の取り組み」シンポジウムに参加する等、他自
治体の担当者等と情報交換や意見交換を行いました。

日　程 会議名等

10月9日 「子どもの相談・救済に関する関係者会議」に出席（西東京市市民会館）

10月10日、11日 『地方自治と子ども施策』全国自治体シンポジウム（西東京市）に参加・報告

3月5日 「北海道の子ども条例と子どもの相談・救済機関の取り組み」シンポジウムに
参加・報告（北海学園大学）

3月7日 札幌市子どもの権利救済機関子どもアシストセンターを視察

6　関係機関との意見交換
　世田谷区内の子どもと関わる機関と連携し、相談してきた子どもの見守り支援をするため、積極的に
意見交換をしました。

日　程 会議名等 担　当

7月  2日 要保護児童対策協議会（全区） 委員

7月  2日 いじめ防止等対策連絡協議会 委員

7月14日 母子生活支援施設情報交換会 専門員

10月  7日 母子生活支援施設情報交換会 専門員

12月10日 要保護児童対策協議会（全区） 委員

12月10日 いじめ防止等対策連絡協議会 委員
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1　子どもサポート委員

子どもが「家庭・家族の悩み」で直接、相談のため来所するケースが増加

子どもサポート委員　月
つき
田
だ
　みづえ

　せたホッと開所以来の3年間の相談内容別件数（新規）では、「家族・家庭の悩み」が年々増加する
傾向にあります。25年は13件、26年は26件、27年は28件でした。
その要因として、小学校高学年の相談者の増加が関わっていると思います。小学校低学年では、家庭や
家族に課題を抱えている場合、学校内で、まずご本人が担任に相談したり、担任が気付いて、スクール
カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、副校長、校長などと一緒に対応し、必要な場合に、子ど
も家庭支援センターと連携するという流れができているのではないかと思います。
一方、小学校高学年の相談者のなかには、せたホッとに直接、予約なしに飛び込みで来所される場合が
めだってきました。話を聞くと、まだだれにも相談していない。カードを手ににぎりながら、とにかく
直接話に来たというケースが多いです。なかには、今日帰るところがない、と思い詰めた相談もありま
した。
　なぜ、せたホッとに相談？　
　せたホッとという学外の機関を頼ったのは、学校名を言わなくてもよい、話したら学校にわかってし
まうのですか？⇒ご本人が望まなければ学校とはコンタクトを取らない⇒よかった。というやり取りに
表れています。なぜなら“学校とはトラブルを起こしたくない”、“学校は楽しい”、“学校に行けなくなっ
たら家に居場所がないのに、ひとりで寂しくなっちゃう”という気持ちを抱え、家族関係の悩みは、友
だち、親、兄弟にも相談できなかったと打ち明ける場合が多いです。本人が相談できそうだという親戚
に連絡をして、本人の悩みを伝え、親との仲介役をお願いし、その後、家族内の関係が好転したという
こともありました。本人が訴えに来てくれる勇気を持っていたため、相談にのることができ、子ども家
庭支援センターに連絡をする事態になる前に、解決できたケースです。
　家庭・家族の悩みでは、せたホッとは、昨年までに、<長引く相談>パターンの体制を確立してきま
した。すでに他機関が関わった後に、本人や本人以外から、虐待相談を受けた場合です。子ども家庭支
援センターや児童相談所と連携、主導的対応をおまかせしたうえで、せたホットも継続して見守りが必
要なら、学校や子ども家庭支援センターなどとトライアングルの関係をつくるというものです。
　今年の<早期相談>パターンは、先のように学校にも言いたくない家庭の悩みを早い段階で打ち明け
てくれたことで、子ども家庭支援センターの案件になるほど深刻にならないうちに、家庭内への対処で
解決できたものです。早めに悩みを打ち明けてもらえるよう身近で、垣根の低い相談機関としての体制
づくりを今後も強化したいと思っています。
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　人類の歴史では、家族は、数千年にわたって社会の中核を担ってきました。家族形態は大家族から核
家族化し、地域のつながりの希薄化など社会環境は変化してきました。
　今日、家族は貧困、疾病などの多くの危機に立ち向かい、ライフスタイルや家族のあり方の多様化に
もかかわらず、依然として、子どもの規範、文化的な価値の伝承などの重要な役割を担っています。現
代社会のこれらへの対応は、個々の家庭の努力だけでは、困難な時代です。
　相談される子どもの悩みで多いのは、責任感や”愛情“から支配･管理したがる親と自分の力で解決し
たいという気持の葛藤です。　
　国連は、国際家族年（1994年）から、家庭という基本的制度を支える国際協力の増大を新たに促進
しています。国際家族年のモット―を「家族から始まる小さなデモクラシー」として、社会の福祉を確
保するうえで家族が中心的役割を演じることを重視しました。
　それに先がけ、世界NGOフォーラムでは、「国際家族年は、家族と社会全般の双方において、人権、
特に子どもの権利、個人の自由、男女平等の促進を支援しなければならない」と強調されました。つま
り、家族一人ひとりが潜在能力を十分に発揮できるよう、家族の内なる力を強化することが大事として
います…。すべての家庭で安全・安心な機能が保たれて、時として抱える困難な課題をのりきるために、
社会的に家庭を支援するための新たな相互扶助システムが必要といわれています。

http://www.unic.or.jp/news_press/info_materials/booklets_leaflets/1525/?mode=html
国際連合広報センター、国際家族年（IYF,1994）
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2　相談・調査専門員

一呼吸おいて考える力

　1960年代に発展した「家族療法」という臨床的アプローチの中に「直線的因果律」と「円環的因果律」
といった概念があります。前者は原因Aによって結果Bが引き起こされていると直線的に考えるのに対
し、後者は原因と思われているAが実はBによって引き起こされている可能性についても着目する考え
方です。例えば、「階段から落ちて骨折した」というときの原因と結果は、「階段から落ちた（A）→骨
折（B）」と直線的に表すことができます。一方、「勉強が嫌いだから学校を休みたい」という子どもが
いた場合はどうでしょうか。「勉強が嫌い（A）→学校を休みたい（B）」と直線的に考えた場合、あの
手この手でなんとか子どもが勉強を好きになるための方法を試みるかもしれません。しかし、これを円
環的因果律で考えてみると、「学校を休みたいと思うようになった（B）→勉強が嫌いになった（A）→
ますます学校を休みたくなった（B）」と捉え直すこともできます。学校を休みたいという例においては、
原因は１つでない場合が多いため、子どもの訴えを尊重しながらも、直線的に考えるのではなく、様々
な角度で捉えていくことが大切だと思います。また、「ウチの子は勉強を全くしないからガミガミ言っ
てしまうのです」といった親子間のコミュニケーションにおいても、「ガミガミ言う→勉強する気がな
くなってしまう→さらにガミガミ言う・・・」のように、どちらも原因となり得るような悪循環を見出
すこともできます。
　このように人間社会における出来事は、原因と結果が直線的に結びつかず相互に影響し合っており、
円で繋がっているかのように循環していることも多いように思います。原因を探すことに意味がないと
いうわけではありませんが、１つの原因（と思われること）を取り除こうと躍起になり、それがあたか
も解決への唯一の方法だと言わんばかりに頑なになってしまうことで、見えなくなってしまう可能性も
多いように感じています。特に、子どもの発達はわたしたちが思う以上に柔軟です。１つの原因（と思
われること）に固執するのではなく、子どもを取り巻く家庭や学校、地域など、より大きな環境のバラ
ンスを観察する中で、“変えられそうなこと”を見つけ、どのようにしたら問題が小さくなり、良い循環
が生まれそうか、共に考えることによって、広がる可能性を発見することもあります。
　実際、「せたホッと」でお話を聴かせていただいている中でも、周りのおとなが考えもしなかった方
法で、子ども自身が「よかった！」と問題を解決させていることもあります。一方で、おとなのほうが
１つのゴールを目指さないと不安になってしまったり、マニュアルのようなものが欲しくなったり、何
でも簡単に調べられる便利な時代において、“わからないこと”を“わからないまま”にしておくことがで
きにくくなっているように感じることもあります。そんなときこそ、少し立ち止まって考えてみること
で、これまで想定をしていなかった新たな見方や気づきを得ることも多いものです。
　子どもにとって大切なことは、おとなが描く解決のかたちを押し付けるのではなく、「もう大丈夫！」
と心から思えるようになるためにはどうすれば良さそうか、その可能性を子ども自身でじっくりと考え
られるようになること、そして、すこしの勇気をもって試行錯誤できるようになることなのではないか
なと思います。そんなことを感じながら、子どもたちが自分らしく健やかに、何より二度と来ない“今日”
という１日をしあわせに過ごせるよう、これからも一緒に考えていきたいと思っています。

相談・調査専門員　伊藤　明奈
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助け合う心に・・・・

　ある小学校の運動会のなかで、助け合う心に学んだことがありました。
　それは、クラス全員リレーのときでした。
　毎日行われる学年練習では、走るのが苦手な子がいて、その子が走ると、途端に最下位になり、その
後に追い上げても、１位になることができません。
　子どもたちのなかに「あいつがいるから、勝てない」「あいつのせいだ」「あいつが速く走らないから
だめなんだ」などと言い出す人が多くなりました。しかし、どんなにその子を責めても、１位になるこ
とはできません。すると、ひとりの子が考えました。「足の遅い子の分は、速く走れる子が、頑張れば
いいよ」その一言から、クラスで『勝利への道大作戦』という取り組みが始まりました。
…・クラス全員のタイムを測り、速い子、遅い子に分ける。
…・走る順番を組み替える。
…・走る練習では、タイムの速い子と遅い子がペアーとなり、速く走れる方法を考え、一緒に走る。
…・バトンの渡し方を工夫する。
など『勝利への道大作戦』には、次から次へといろいろな考えが出され、話し合い、実行されました。
　そして迎えた本番、クラス全員で取り組んだ『勝利への道大作戦』は、見事成功し、１位を勝ち取る
ことができました。子どもたちはみんなで涙し、大喜びでした。

　子どもたちが、ひとりを責めるのではなく、できないところを協力し助け合う。
　できないところに変わる力をみんなで考え、作り出し、実行していく。
　そして、みんなで助け合ったその先には、みんなで大喜びができる勝利があった。

　これこそが、私たちおとなも、子育てしていくなかで、また生活していくなかで、いろいろな支援に
通じるものだと思いました。
　わが子にもただ「がんばれ、がんばれ」というだけでなく、子どもにどう寄り添えばよいのか。今で
きないところを、どう支えればよいのかについて、時にはまわりの協力も得ながら、子どもと一緒に考
え、お互いに助け合う、そんな関係のなかで、子どもの成長も、子育ての喜びも生まれるのではないで
しょうか。

　「せたホッと」への相談も、学校、地域、いろいろなところと連携しながら、ひとつのクラスのよう
に、みんなで助け合う心を大切にして、その子にとって何がよいことなのか、その子の思いに寄り添っ
て、どう支援していけばよいのか考えていきます。そして、子どもたち一人ひとりを大切に見守りたい
と思っています。

相談・調査専門員　田中　由美子
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3　相談者からの声

　みなさん、いじめられていやな気持になったことはありますか。そしたら、ここ、せた
ホッとに電話してみてください。ここに電話すると、どんななやみがあっても、かいけつ
してくれます。ぼくは学校でノートや教科書、ドリルをまとめてけられたりしたことが
ありました。そんなすごくいやなこともここに相談したら、ぼくの味方になってアドバイ
スをしてくれたので、心が軽くなりました。ぼくは、電話をする前は、いやな気持ちだっ
たけど、電話をしたらすっきりしました。ぼくはずっといじめられていたから、なかまが
あまりいないと思っていました。でも、先生とクラスのみんなで話し合いをして、ぼくが
これからどうしてほしいかを伝えました。「みなさん、いじめられている人がいたら、い
じめにのらないで、いじめられている人を助けてあげてください。」とみんなの前で言い
ました。そしたら、よく日みんなはぼくの味方をしてくれるようになりました。

「せたホッと」から

～子どもからの声を受けて～

　「せたホッと」に「電話をしたらすっきりしました」と思ってもらえてよかったです。「せ
たホッと」はお話を聴いて、相談してくれた子ができることを一緒に考え、相談してくれ
た子は自分の力でクラスメイトに伝えることができました。その力を後押しできる「せた
ホッと」でありたいと思います。
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おわりに

３年間の活動をふり返って

子どもサポート委員　　半
はん
田
だ
　勝

かつ
久
ひさ

…　「せたホッと」が開設され、３年が経ちました。この間、いじめ、学校・教職員等の対応、不登校、体罰、
虐待等を主訴とする子どもの権利侵害にかかわるさまざまな相談がありました。そのなかでも、速やか
な対応や子どもの救済が必要と考えられる案件に、子どもサポート委員は面談や学校・関係機関を訪問
し、相談対応や調査・調整をしてきました。

子ども本人の気持ちに寄り添って
　相談から対応や救済までの流れですが、まずは相談・調査専門員が相談者から丁寧に話を聴き取りま
す。そのなかで、子どもや家庭の支援が必要であったり、学校や施設など子どもが生活している環境に
働きかけた方がよいと考えられる案件があると、すぐに子どもサポート委員につなげられます。次にそ
の時点での情報を整理し、最初は電話やメールでの相談であっても、子ども本人の表情や声を感じなが
らから直接話しを伺えるよう、来所が可能であるか、住んでいるところから近くの区の施設などで会う
ことができないか、子どもや保護者に語りかけていきます。
　面談が可能になると、保護者同伴の場合は相談の概要を聴き取りした後、本人同意の上、保護者に別
室で待っていただき、子ども本人から話しを伺います。はじめに、来てくれて、会えてうれしいことを
伝え、日常生活のなかでの楽しみや、趣味などを聴いて、落ち着いて話ができる雰囲気を整えます。お
互いに少しずつ話ができるようになると、今困っていることやいやだと感じていることはどんなことか、
そのように感じるきっかけや出来事について話を聴かせてもらうなかで、語ってくれる子ども本人の気
持ちに寄り添っていきます。そのうえで、どうしたら困っていることやいやだと感じていることを解消
したり、やわらげたりすることできるのか、いっしょに考えていきます。

「せたホッと」にできること
　「せたホッと」に協力してほしいことや助けてほしいことについても話を伺います。そこでは、「せた
ホッと」の役割や職務を説明し、どういった協力や手助けができるのか、またどういったことはできな
いのか話をして、安心・安全な環境で生活することができるようになるための方策をともに考えていき
ます。保護者にも、考えを伺います。
　相談対応で学校や関係機関に話を聞きに行ったり、本人の気持ちを代弁することができること、子ど
もの権利の侵害を取り除くための申立てに基づき、調査・調整を行うことができること、その結果必要
と認めるときは、関係機関などに対して要請や意見表明ができることも、状況に応じてわかりやすい言
葉で説明します。

子どもの成長・発達を見据えた子どもの救済
　案件ごとにこうしたことを丁寧に行っていきます。その結果、子ども本人や保護者が「せたホッと」
の役割を理解してくださり、定期的に面談や連絡を取り合うなかで、元気を回復し解決につながったケー
スも数多くありました。
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　一方、子どもや保護者との関係をうまく築けなかったケースもあります。たとえば、学校に関するケー
スでは、すでに保護者と学校との関係が相当こじれており、お互いに信頼関係が築けていないなか、怒
りと不信感が渦巻いていることもあります。教師の対応に納得できず、それを断罪することを念頭に置
いたケースは、絡まった糸を一つひとつほぐすような対応や調整を試みても、不信感を解消できず物別
れになってしまうこともあります。子どもの最善の利益を確保・実現するために何をどうしていったら
よいのかというイメージを相談者及び教師と共有できないと、ときに、おとなの不満が当該子どもや周
囲の子どもに牙を向き襲いかかってくることがあります。そうであるからこそ、子どもや周囲のおとな
とともに子どもの成長・発達を見据えた子どもの救済について検討を深めていく必要があるのです。

地域の子ども支援人材とともに
　そうしたなか、「せたホッと」が力を注いできた活動としては、地域の子ども支援人材と連携・協力
した取り組みです。「せたホッと」に寄せられた相談で、相談・調査専門員と子どもサポート委員が実
際に学校を訪問し、クラスの様子を観察させていただいたり、いっしょに給食を食べたり、掃除をした
りするなかで、クラスに入っての支援が望まれる場合、管理職や担任と話し合いその効果が期待できる
と合意できたとき、教師や子どもを支援する職業を目指している大学生などにボランティアや支援要員
として当該クラスや学年の見守り、特別に配慮を要する子どもの個別支援などに入ってもらうというも
のです。
　例を挙げると、周囲の子どもに迷惑な行為をしてしまう子どもが複数いて静かに授業を受ける環境を
整えることができていないクラス、教師と子どもとの信頼関係が構築できておらず落ち着かないクラス、
いじめや不登校等様々な教育問題が連続して起こっているクラスなど、そのなかで子どもの権利侵害が
起きている事案です。子どもサポート委員がコーディネーターになりながら、担任や学年の先生、管理
職と対応を協議し、問題状況が改善されるまでの一定期間、大学生等が支援に入るというものです。子
どもと年齢が近い若者が、子どもの気持ちを理解しようと子どもとかかわり、トラブルが起きている子
どもどうしや教師との橋渡しをするなかで、クラスの状況が改善し、結果として子どもの権利侵害を取
り除くことにつながりました。

意見表明のフォローアップ
　平成26年度には、区立学校における通常学級の特別支援教育のあり方を考えさせられる案件が複数
あったことから、見えてきた問題点を整理し、意見表明をしました。平成27年度も発達に課題のある
子どもにかかわる案件が複数あり、あらためてこの意見に基づいた体制を整備できるよう教育委員会と
も意見交換しました。この成果として、平成28年度から大幅に学校包括支援員が増員されることにな
りました。国や都の制度も年々変化するなかで、「子どもの最善の利益」の観点から仕組みを整備でき
るよう、引き続き教育委員会と話し合いを進めていきたいと思います。

　この３年間で年々「せたホッと」の新規ケースや総活動回数は増えてきています。子ども相談カード
やリーフレットの配布、地道な児童館事業への参加、母親学級などでの講演、弁護士会の協力を得て実
施したいじめ予防授業などを通じて、子どもや保護者に認知されるようになってきました。子ども家庭
支援センターや教育委員会など関係機関との連携も大幅に増えています。
　こうした新規案件や総活動回数の増加に伴い、相談・調査専門員の負担も増大しています。「せたホッ
と」の体制を堅固にしていくための検討も喫緊の課題となってきています。
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世田谷区子ども条例
平成13年12月10日

条例第64号
改正　平成24年12月10日条例第82号

目次
前文
第１章　総

そう
則
そく
（第１条―第８条）

第２章　基本となる政策（第９条―第14条）
第３章　子どもの人権擁

よう
護
ご
（第15条―第24条）

第４章　推進計画と評価（第25条・第26条）
第５章　推進体制など（第27条―第31条）
第６章　雑

ざっ
則
そく
（第32条）

附
ふ
則
そく

　子どもは、未来への「希望」です。将来へ向け
て社会を築いていく役割を持っています。
　子どもは、それぞれ一人の人間として、いかなる
差別もなくその尊厳と権利が尊重されます。そして、
心も身体も健康で過ごし、個性と豊かな人間性がは
ぐくまれる中で、社会の一員として成長に応じた責
任を果たしていくことが求められています。
　平成６年、国は、「児童の権利に関する条約」
を結びました。そして、世田谷区も平成11年に「子
どもを取り巻く環境整備プラン」を定め、子ども
がすこやかに育つことのできる環境をつくるよう
努めてきました。
　子どもは、自分の考えで判断し、行動していく
ことができるよう、社会における役割や責任を自
覚し、自ら学んでいく姿勢を持つことが大切です。
大人は、子どもが能力を発揮することができるよ
う、学ぶ機会を確保し、理解を示すとともに、愛
情と厳しさをもって接することが必要です。
　このことは、私たち世田谷区民が果たさなけれ
ばならない役割であると考え、子どもが育つこと
に喜びを感じることができる社会を実現するた
め、世田谷区は、すべての世田谷区民と力を合わ
せ、子どもがすこやかに育つことのできるまちを
つくることを宣言して、この条例を定めます。

第１章　総
そう

則
そく

（条例制定の理由）
第１条　この条例は、子どもがすこやかに育つこ
とができるよう基本となることがらを定めるも
のです。

（言葉の意味）
第２条　この条例で「子ども」とは、まだ18歳
になっていないすべての人のことをいいます。

（条例の目標）
第３条　この条例が目指す目標は、次のとおりと
します。
（1）　子ども一人ひとりが持っている力を思い

切り輝かせるようにする。
（2）　子どもがすこやかに育つことを手助け

し、子どものすばらしさを発見し、理解して、
子育ての喜びや育つ喜びを分かち合う。

（3）　子どもが育っていく中で、子どもと一緒
に地域の社会をつくる。

（保護者の務め）
第４条　保護者は、子どもの養育と成長について
責任があることを自覚し、ふれあいの機会を大
切にして、子どもがすこやかに育つよう全力で
努めなければなりません。

（学校の務め）
第５条　学校は、子どもが人間性を豊かにし、将
来への可能性を開いていくため、地域の社会と
一体となって、活動をしていくよう努めなけれ
ばなりません。

（区民の務め）
第６条　区民は、地域の中で、子どもがすこやか
に育つことができ、また、子育てをしやすい環
境をつくっていくため、積極的に役割を果たす
よう努めなければなりません。

（事業者の務め）
第７条　事業者は、その活動を行う中で、子ども
がすこやかに育つことができ、また、子育てを
しやすい環境をつくっていくため、配

はい
慮
りょ
するよ

う努めなければなりません。
（区の務め）
第８条　区は、子どもについての政策を総合的に

世田谷区子ども条例



41

実施します。
２　区は、子どもについての政策を実施するとき
は、保護者、学校、区民、事業者などと連絡を
とり、協力しながら行います。

第２章　基本となる政策
（健康と環境づくり）
第９条　区は、子どもの健康を保持し、増進して
いくとともに、子どもがすこやかに育つための
安全で良好な環境をつくっていくよう努めてい
きます。

（場の確保など）
第10条　区は、子どもが遊び、自分を表現し、
安らぐための場を自分で見つけることができる
よう必要な支

し
援
えん
に努めていきます。

２　区は、子どもが個性をのばし、人間性を豊か
にするための体験や活動について必要な支

し
援
えん
に

努めていきます。
（子どもの参加）
第11条　区は、子どもが参加する会議をつくる
などしていろいろな意見をきき、子どもが自主
的に地域の社会に参加することができる仕組み
をつくるよう努めていきます。

（虐
ぎゃく

待
たい
の禁止など）

第12条　だれであっても、子どもを虐
ぎゃく

待
たい
しては

なりません。
２　区は、 虐

ぎゃく
待
たい
を防止するため、地域の人たち

と連絡をとり、協力しながら、子育てをしてい
る家庭に対し、必要なことを行うよう努めてい
きます。

３　区は、 虐
ぎゃく

待
たい
を早期に発見し、子どもを保護

するため、すべての区民に必要な理解が広まる
よう努めていくとともに、児童相談所や自主活
動をしている団体と連絡をとり、協力しながら、
虐
ぎゃく

待
たい
の防止のための仕組みをつくるよう努め

ていきます。
（いじめへの対応）
第13条　だれであっても、いじめをしてはなり
ません。

２　区は、いじめを防止するため、すべての区民
に必要な理解が広まるよう努めていくととも
に、いじめがあったときに、すみやかに解決す

るため、保護者や地域の人たちと連絡をとり、
協力するなど必要な仕組みをつくるよう努めて
いきます。

（子育てへの支
し
援
えん
）

第14条　区は、地域の中での助け合いや連絡を
強め、子育てをしている人たちのために必要な
ことを行うよう努めていきます。

第３章　子どもの人権擁
よう

護
ご

（世田谷区子どもの人権擁
よう
護
ご
委員の設置）

第15条　区は、子どもの人権を擁
よう
護
ご
し、子ども

の権利の侵
しん
害
がい
をすみやかに取り除くことを目的

として、区長と教育委員会の附
ふ
属
ぞく
機関として世

田谷区子どもの人権擁
よう
護
ご
委員（以下「擁

よう
護
ご
委員」

といいます。）を設置します。
２　擁

よう
護
ご
委員は、３人以内とします。

３　擁
よう
護
ご
委員は、人格が優れ、子どもの人権につ

いて見識のある人のうちから区長と教育委員会
が委

い
嘱
しょく

します。
４　擁

よう
護
ご
委員の任期は３年とします。ただし、再

任することができるものとします。
５　区長と教育委員会は、擁

よう
護
ご
委員が心身の故障

によりその仕事ができないと判断したときや、
擁
よう
護
ご
委員としてふさわしくない行いがあると判

断したときは、その職を解くことができます。
６　擁

よう
護
ご
委員に対する報

ほう
酬
しゅう

は、世田谷区非常勤
職員の報

ほう
酬
しゅう

及
およ
び費用弁

べん
償
しょう

に関する条例（昭和
31年10月世田谷区条例第28号）の規定により
区長が定める額を支給します。

（擁
よう
護
ご
委員の仕事）

第16条　擁
よう
護
ご
委員は、次の仕事を行います。

（1）　子どもの権利の侵
しん
害
がい
についての相談に応

じ、必要な助言や支
し
援
えん
をすること。

（2）　子どもの権利の侵
しん
害
がい
についての調査をす

ること。
（3）　子どもの権利の侵

しん
害
がい
を取り除くための調

整や要
よう
請
せい
をすること。

（4）　子どもの権利の侵
しん
害
がい
を防ぐための意見を

述べること。
（5）　子どもの権利の侵

しん
害
がい
を取り除くための要

よう

請
せい
、子どもの権利の侵

しん
害
がい
を防ぐための意見な

どの内容を公表すること。
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（6）　子どもの権利の侵
しん
害
がい
を防ぐための見守り

などの支
し
援
えん
をすること。

（7）　活動の報告をし、その内容を公表すること。
（8）　子どもの人権の擁

よう
護
ご
についての必要な理

解を広めること。
（擁

よう
護
ご
委員の務めなど）

第17条　擁
よう
護
ご
委員は、子どもの人権を擁

よう
護
ご
し、

子どもの権利の侵
しん
害
がい
を取り除くため、区長、教

育委員会、保護者、区民、事業者など（以下「関
係機関など」といいます。）と連絡をとり、協
力しながら、公正かつ中立に仕事をしなければ
なりません。

２　擁
よう
護
ご
委員は、その地位を政党や政治的目的の

ために利用してはなりません。
３　擁

よう
護
ご
委員は、仕事をする上で知った他人の秘

密をもらしてはなりません。擁
よう
護
ご
委員を辞めた

後も同様とします。
（擁

よう
護
ご
委員への協力）

第18条　区は、擁
よう
護
ご
委員の設置の目的をふまえ、

その仕事に協力しなければなりません。
２　保護者、区民、事業者などは、擁

よう
護
ご
委員の仕

事に協力するよう努めなければなりません。
（相談と申立て）
第19条　子ども（次に定めるものとします。）は、
擁
よう
護
ご
委員に、自分の権利への侵

しん
害
がい
について相談

することやその侵
しん
害
がい
を取り除くための申立てを

することができます。また、だれであっても、
擁
よう
護
ご
委員に、次に定めるものの権利の侵

しん
害
がい
につ

いて相談することやその侵
しん
害
がい
を取り除くための

申立てをすることができます。
（1）　区内に住所を有する子ども
（2）　区内にある事業所で働いている子ども
（3）　区内にある学校、児童福

ふく
祉
し
施設などに、

通学、通所や入所している子ども
（4）　子どもに準ずるものとして規則で定めるもの

（調査と調整）
第20条　擁

よう
護
ご
委員は、子どもの権利の侵

しん
害
がい
を取

り除くための申立てに基づき、また、必要に応
じて、子どもの権利の侵

しん
害
がい
についての調査をす

るものとします。ただし、擁
よう
護
ご
委員が特別の事

情があると認めるときを除き、規則で定める場
合においては、調査をしないことができます。

２　擁
よう
護
ご
委員は、関係機関などに対し調査のため

に必要な書類を提出するよう求めることや、そ
の職員などに対し調査のために質問することが
できるものとします。

３　擁
よう
護
ご
委員は、調査の結果、必要と認めるとき

は、子どもと関係機関などとの仲
ちゅう

介
かい
をするな

ど、子どもの権利の侵
しん
害
がい
を取り除くための調整

をすることができます。
（要

よう
請
せい
と意見など）

第21条　擁
よう
護
ご
委員は、調査や調整の結果、子ど

もの権利の侵
しん
害
がい
を取り除くため必要と認めると

きは、関係機関などに対してそのための要
よう
請
せい
を

することができます。
２　擁

よう
護
ご
委員は、子どもの権利の侵

しん
害
がい
を防ぐため

必要と認めるときは、関係機関などに対してそ
のための意見を述べることができます。

３　要
よう
請
せい
や意見を受けた区長や教育委員会は、そ

の要
よう
請
せい
や意見を尊重し、適切に対応しなければ

なりません。
４　要

よう
請
せい
や意見を受けた区長と教育委員会以外の

関係機関などは、その要
よう
請
せい
や意見を尊重し、対

応に努めなければなりません。
５　擁

よう
護
ご
委員は、区長や教育委員会に対して要

よう
請
せい

をしたときや意見を述べたときは、その対応に
ついての報告を求めることができます。

６　擁
よう
護
ご
委員は、必要と認めるときは、要

よう
請
せい
、意見、

対応についての報告の内容を公表することがで
きます。この場合においては、個人情報の保護
について十分に配

はい
慮
りょ
しなければなりません。

７　擁
よう
護
ご
委員は、その協議により要

よう
請
せい
をし、意見

を述べ、また、この要
よう
請
せい
や意見の内容を公表す

るものとします。
（見守りなどの支

し
援
えん
）

第22条　擁
よう
護
ご
委員は、子どもの権利の侵

しん
害
がい
を取

り除くための要
よう
請
せい
などをした後も、必要に応じ

て、関係機関などと協力しながら、その子ども
の見守りなどの支

し
援
えん
をすることができます。

（活動の報告と公表）
第23条　擁

よう
護
ご
委員は、毎年、区長と教育委員会

に活動の報告をし、その内容を公表するものと
します。

（擁
よう
護
ご
委員の庶

しょ
務
む
など）
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第24条　擁
よう
護
ご
委員の庶

しょ
務
む
は、子ども・若者部で行

います。
２　擁

よう
護
ご
委員の仕事を補

ほ
佐
さ
するため、相談・調査

専門員を置きます。
３　擁

よう
護
ご
委員に準じて、第15条第６項と第17条

の規定は、相談・調査専門員に適用します。

第４章　推進計画と評価
（推進計画）
第25条　区長は、子どもについての政策を進め
ていくための基本となる計画（以下「推進計画」
といいます。）をつくります。

２　区長は、推進計画をつくるときは、区民の意
見が生かされるよう努めなければなりません。

３　区長は、推進計画をつくったときは、すみや
かに公表します。

（評価）
第26条　区長は、子どもについての政策を有効
に進めていくため、推進計画に沿って行った結
果について評価をします。

２　区長は、推進計画に沿って行った結果につい
て評価をするときは、区民の意見が生かされる
よう努めなければなりません。

３　区長は、推進計画に沿って行った結果につい
て評価をしたときは、すみやかにその評価の内
容を公表します。

第５章　推進体制など
（推進体制）
第27条　区長は、子どもについての政策を計画
的に進めていくため、推進体制を整備します。

（国、東京都などとの協力）
第28条　区は、子どもがすこやかに育つための
環境をつくっていくため、国、東京都などに協
力を求めていきます。

（雇
やと
い主の協力）

第29条　雇
やと
い主は、職場が従業員の子育てに配

はい
慮
りょ

したものであるよう努めていくものとします。
２　雇

やと
い主は、子どもがすこやかに育つことに関

わる活動や子育てを支える活動へ従業員が参加
することについて配

はい
慮
りょ
するよう努めていくもの

とします。

（地域の中での助け合い）
第30条　区は、子どもがすこやかに育つことの
できるまちをつくっていくため、地域の中での
助け合いに必要なことを行うとともに、自発的
な活動がなされるよう必要な取組を行います。

（啓
けい
発
はつ
）

第31条　区は、この条例の意味や内容について、
すべての区民に理解してもらうよう努めなけれ
ばなりません。

第６章　雑
ざっ

則
そく

（委任）
第32条　この条例を施

し
行
こう
するために必要なこと

は、区長が定めます。

　　附
ふ
　則

そく

　　この条例は、平成14年４月１日から施
し
行
こう
し

ます。
　　附

ふ
　則

そく

　　この条例は、平成25年４月１日から施
し
行
こう
し

ます。ただし、第２章の次に１章を加える改正
規定（第19条から第23条までに係る部分に限
ります。）は、規則で定める日から施

し
行
こう
します。



44

世田谷区子ども条例施行規則
平成25年3月29日

規則第46号
（趣旨）
第1条　この規則は、世田谷区子ども条例（平成
13年12月世田谷区条例第64号。以下「条例」
という。）の施行について必要な事項を定める
ものとする。

（定義）
第2条　この規則において使用する用語の意義
は、条例において使用する用語の例による。

（兼職の禁止）
第3条　擁護委員（条例第15条第1項に規定する
擁護委員をいう。以下同じ。）は、国会議員、
地方公共団体の議会の議員及び長、政党その他
の政治団体の役員並びに主として区に対し請負
をする法人その他の団体の役員と兼ねることが
できない。

（申立て）
第4条　申立て（条例第19条に規定する権利の侵
害を取り除くための申立てをいう。以下同じ。）
は、擁護委員に申立書（第1号様式）を提出す
ることにより行うものとする。ただし、擁護委
員がやむを得ないと認める場合は、口頭により
行うことができるものとする。

2　前項ただし書の場合において、当該申立ての
内容は、口頭申立記録書（第2号様式）に記録
するものとする。

（子どもに準ずるもの）
第5条　条例第19条第4号の子どもに準ずるもの
として規則で定めるものは、18歳又は19歳で
ある者であって、次のいずれかに該当するもの
とする。
（1）　区内に住所を有する者であって、主に18

歳未満の者が通学、通所又は入所することが
できる学校、児童福祉施設等に、通学、通所
又は入所しているもの

（2）　区内に存する主に18歳未満の者が通学、
通所又は入所することができる学校、児童福
祉施設等に、通学、通所又は入所しているもの

（調査をしないことができる場合）
第6条　条例第20条第1項ただし書の規則で定め

る場合は、申立てに係る事案が次の各号のいず
れかに該当する場合とする。
（1）　現に裁判所において係争中である場合又

は既に裁判所において判決等があった場合
（2）　現に行政不服審査法（平成26年法律第68

号）の規定による不服申立てが行われている
場合又は不服申立てに対する裁決又は決定を
経て確定している場合

（3）　世田谷区地域保健福祉推進条例（平成8
年3月世田谷区条例第7号）第26条に規定す
る世田谷区保健福祉サービス苦情審査会に現
に諮問されている場合又は既に諮問され、処
理が終了している場合

（4）　世田谷区議会になされた請願又は陳情に
係るものである場合

（5）　擁護委員の行為に係るものである場合
（6）　前各号に掲げるもののほか、虚偽その他

の理由により調査（条例第20条第1項の子ど
もの権利の侵害についての調査をいう。以下
同じ。）をすることが適当でないと擁護委員
が認める場合

2　擁護委員は、条例第20条第1項ただし書の規
定により調査をしないときは、調査対象外通知
書（第3号様式）により、申立てをした者（以
下「申立者」という。）に理由を付してその旨
を通知するものとする。

（調査の同意）
第7条　擁護委員は、調査をする場合において、
調査が権利を侵害された子ども又はその保護者
からの申立てによるものでないときは、同意書
（第4号様式）により、当該権利を侵害された
子ども又はその保護者の同意を得なければなら
ない。ただし、当該子どもの生命又は身体の保
護を図るために必要がある場合であって、当該
子どもの置かれている状況等から、同意を得る
ことが困難であると認めるときは、同意を得ず
に調査をすることができる。

2　前項ただし書の規定により、同意を得ずに調
査をする場合は、当該子ども又はその保護者の
個人情報の保護に十分に配慮しなければならな
い。

（調査の実施）

世田谷区子ども条例施行規則
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第8条　擁護委員は、必要と認めるときは、関係
機関等（条例第17条に規定する関係機関など
をいう。以下同じ。）に調査実施通知書（第5
号様式）により通知した上、その施設に立ち入っ
て調査をし、又は当該関係機関等に説明又は文
書の提出を求めることができるものとする。た
だし、区長及び教育委員会以外の関係機関等の
施設に立ち入って調査をする場合は、当該関係
機関等の同意を得なければならない。

2　擁護委員は、必要と認めるときは、専門的事
項に関する学識経験を有する者等に、当該専門
的事項に関する分析、鑑定等を依頼することが
できるものとする。この場合において、擁護委
員は、個人情報の保護を図るため必要な措置を
講じなければならない。

（調査の中止）
第9条　擁護委員は、調査の開始後に、調査の必
要がないと認めるときは、調査を中止すること
ができるものとする。

2　前項の場合において、申立者、第7条第1項の
同意をした子ども若しくはその保護者（以下「同
意者」という。）又は前条第1項の規定による
立入調査の対象となった関係機関等（以下「立
入調査対象関係機関等」という。）があるときは、
調査中止通知書（第6号様式）により理由を付
してその旨を通知するものとする。

（調査の終了）
第10条　擁護委員は、調査が終了した場合にお
いて、申立者、同意者又は立入調査対象関係機
関等があるときは、調査結果通知書（第7号様
式）によりその結果を通知するものとする。

（要請及び意見）
第11条　擁護委員は、要請（条例第21条第1項
に規定する子どもの権利の侵害を取り除くため
の要請をいう。）をし、又は意見（条例第21条
第2項に規定する子どもの権利の侵害を防ぐた
めの意見をいう。）を述べる場合は、区長及び
教育委員会にその内容を通知した上、要請・意
見表明通知書（第8号様式）により行うものと
する。

2　前項の場合において、申立者又は同意者があ
るときは、その内容を通知するものとする。

（対応についての報告）
第12条　擁護委員は、区長又は教育委員会が条

例第21条第5項の規定による対応についての報
告の求めに応じた場合において、申立者又は同
意者があるときは、要請・意見表明への対応内
容通知書（第9号様式）によりその内容を通知
するものとする。

（公表）
第13条　条例第21条第6項の規定による要請、
意見及び対応についての報告の内容の公表及び
条例第23条の規定による活動の内容の公表は、
公告その他の広く区民に周知させる方法により
行うものとする。

（身分証明書）
第14条　擁護委員及び相談・調査専門員（条例
第24条第2項の相談・調査専門員をいう。）は、
調査又は調整（条例第20条第3項の子どもの権
利の侵害を取り除くための調整をいう。）をす
るときは、身分証明書（第10号様式）を携帯し、
請求があったときは、これを提示しなければな
らない。

（擁護委員会議）
第15条　擁護委員の職務執行の一般方針その他
の必要な事項を決定するため、擁護委員全員で
構成する擁護委員会議を設置するものとする。

2　擁護委員会議に代表擁護委員を置き、擁護委
員の互選によりこれを定めるものとする。

3　擁護委員会議は、代表擁護委員が招集するも
のとする。

4　擁護委員会議は、非公開とする。
5　前各項に定めるもののほか、擁護委員会議の
運営に関し必要な事項は、代表擁護委員が定め
るものとする。

（委任）
第16条　この規則の施行に関し必要な事項は、
区長が別に定める。

附　則
この規則は、世田谷区子ども条例等の一部を改正
する条例（平成24年12月世田谷区条例第82号）
第1条中世田谷区子ども条例第2章の次に1章を加
える改正規定（第19条から第23条までに係る部
分に限る。）の施行の日から施行する。ただし、
第1条から第3条まで、第15条及び第16条の規定
は、平成25年4月1日から施行する。
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相談状況の集計推移（年度欄の無い表は全て平成27年度の集計です）

１．初回の相談方法と件数（新規件数）
年度 電話 メール 面接 手紙 ＦＡＸ 合計

子ども
25 51（38.6％） 9　（6.8％） 2（1.5％） 3（2.3％） ― 65　（49.2％）
26 108（49.3％） 21　（9.6％） 3（1.4％） 3（1.4％） ― 135　（61.6％）
27 131（54.8％） 23　（9.6％） 3（1.3％） 1（0.4％） ― 158　（66.1％）

おとな
25 57（43.2％） 4　（3.0％） 5（3.8％） 1（0.8％） ― 67　（50.8％）
26 80（36.5％） 3　（1.4％） 1（0.5％） ― ― 84　（38.4％）
27 72（30.1％） 3　（1.3％） 6（2.5％） ― ― 81　（33.9％）

合計
25 108（81.8％） 13　（9.8％） 7（5.3％） 4（3.1％） ― 132（100.0％）
26 188（85.8％） 24（11.0％） 4（1.8％） 3（1.4％） ― 219（100.0％）
27 203（84.9％） 26（10.9％） 9（3.8％） 1（0.4％） ― 239（100.0％）

２．初回の相談者の内訳（新規件数）
年度 本人 母親 父親 祖父母 友だち きょうだい 関係機関 その他 合計

25 64
（48.5％）

52
（39.4％）

6
（4.5％）

4
（3.0％）

1
（0.8％） ― ― 5

（3.8％）
132

（100.0％）

26 131
（59.8％）

68
（31.1％）

4
（1.8％）

3
（1.4％）

4
（1.8％） ― 3

（1.4％）
6

（2.7％）
219

（100.0％）

27 158
（66.1％）

61
（25.5％）

8
（3.3％）

2
（0.8％） ― ― 6

（2.5％）
4

（1.7％）
239

（100.0％）

３．相談対象となる子どもの所属（新規件数）
年度 未就学 小学校 中学校 高校 不明 合計
25 11（8.3％） 66（50.0％） 36（27.3％） 6　（4.5％） 13（9.8％） 132（100.0％）
26 8（3.7％） 129（58.9％） 50（22.8％） 26（11.9％） 6（2.7％） 219（100.0％）
27 1（0.4％） 138（57.7％） 66（27.6％） 26（10.9％） 8（3.3％） 239（100.0％）

４．相談の内容（新規件数）

年度 いじめ 学校・教職員
等の対応 虐待 不登校 行政の対応 非行・問題

行動 体罰 差別 セクハラ 学校事故

25 28
（21.2％）

21
（15.9％）

13
（9.8％）

7
（5.3％）

2
（1.5％）

1
（0.8％）

1
（0.8％） ― ― ―

26 44
（20.1％）

19
（8.7％）

8
（3.7％）

4
（1.8％） ― ― 2

（0.9％）
1

（0.5％） ― 1
（0.5％）

27 30
（12.6％）

36
（15.1％）

7
（2.9％）

5
（2.1％）

2
（0.8％）

4
（1.7％） ― ― ― 1

（0.4％）

年度 対人関係
の悩み

家庭・家族
の悩み

子育ての
悩み

学校の
悩み 話し相手 学習・進路

の悩み
心身の
悩み 性の悩み その他 合計

25 21
（15.9％）

13
（9.8％）

7
（5.3％）

4
（3.0％）

3
（2.3％）

3
（2.3％）

3
（2.3％） ― 5

（3.8％）
132

（100.0％）

26 50
（22.8％）

26
（11.9％）

14
（6.4％）

9
（4.1％）

3
（1.4％）

4
（1.8％）

18
（8.2％）

2
（0.9％）

14
（6.4％）

219
（100.0％）

27 73
（30.5％）

28
（11.7％）

12
（5.0％）

4
（1.7％）

2
（0.8％）

6
（2.5％）

15
（6.3％）

2
（0.8％）

12
（5.0％）

239
（100.0％）
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※は新規件数に前年度からの継続件数65件を加えた304件に対しての回数

５．相談内容別（新規件数のうち初回の相談者が子どもの場合の件数）

年度 いじめ 学校・教職員
等の対応 虐待 不登校 行政の対応 非行・問題

行動 体罰 差別 セクハラ 学校事故

25 11
（16.9％）

8
（12.3％）

5
（7.7％） ― ― ― ― ― ― ―

26 24
（17.8％）

9
（6.7％）

2
（1.5％）

1
（0.7％） ― ― 1

（0.7％）
1

（0.7％） ― ―

27 16
（10.1％）

11
（7.0％）

4
（2.5％）

2
（1.3％） ― ― ― ― ― ―

年度 対人関係
の悩み

家庭・家族
の悩み

子育ての
悩み

学校の
悩み 話し相手 学習・進路

の悩み
心身の
悩み 性の悩み その他 合計

25 18
（27.7％）

9
（13.8％） ― 2

（3.1％）
3

（4.6％）
3

（4.6％）
1

（1.5％） ― 5
（7.7％）

65
（100.0％）

26 42
（31.1％）

17
（12.6％） ― 6

（4.4％）
3

（2.2％）
4

（3.0％）
15

（11.1％）
2

（1.5％）
8

（5.9％）
135

（100.0％）

27 66
（41.8％）

23
（14.6％） ― 4

（2.5％）
1

（0.6％）
6

（3.8％）
15

（9.5％）
2

（1.3％）
8

（5.1％）
158

（100.0％）

６．子どもの性別（新規件数）
年度 男 女 不明 合計
25 49（37.1％） 76（57.6％） 7（5.3％） 132（100.0％）
26 81（37.0％） 133（60.7％） 5（2.3％） 219（100.0％）
27 100（41.8％） 134（56.1％） 5（2.1％） 239（100.0％）

７．子どもの性別（新規件数のうち初回の相談者が子どもの場合の件数）
年度 男 女 不明 合計
25 12（18.5％） 52（80.0％） 1（1.5％） 65（100.0％）
26 38（28.1％） 96（71.1％） 1（0.7％） 135（100.0％）
27 49（31.0％） 106（67.1％） 3（1.9％） 158（100.0％）

８．相談者の相談方法(延べ相談回数）
電話 メール 面接 手紙 FAX 合計

子ども 342（59.3％） 142（24.6％） 89（15.4％） 4（0.7％） ― 577（100.0％）
おとな 373（76.4％） 26　（5.3％） 82（16.8％） 3（0.6％） 4（0.8％） 488（100.0％）
合計 715（67.1％） 168（15.8％） 171（16.1％） 7（0.7％） 4（0.4％） 1,065（100.0％）

９．「せたホッと」から相談者への対応方法（延べ対応回数）※

電話 メール 面接 手紙 FAX 合計
子ども 44（20.7％） 139（65.3％） 24（11.3％） 6（2.8％） ― 213（100.0％）
おとな 177（82.3％） 24（11.2％） 11　（5.1％） 2（0.9％） 1（0.5％） 215（100.0％）
合計 221（51.6％） 163（38.1％） 35　（8.2％） 8（1.9％） 1（0.2％） 428（100.0％）

10．委員･専門員の総活動回数(方法別）※

年度 電話 メール 面接 手紙 FAX 合計
25 891（67.7％） 203（15.4％） 202（15.3％） 10（0.8％） 11（0.8％） 1,317（100.0％）
26 1,134（65.7％） 346（20.0％） 235（13.6％） 8（0.5％） 3（0.2％） 1,726（100.0％）
27 1,383（67.6％） 333（16.3％） 306（14.9％） 16（0.8％） 9（0.4％） 2,047（100.0％）
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11．委員･専門員の総活動回数(対応先別）※

年度 子ども おとな 関係機関 合計

25 496
（37.7％）

492
（37.3％）

329
（25.0％）

1,317
（100.0％）

26 721
（41.8％）

599
（34.7％）

406
（23.5％）

1,726
（100.0％）

27 790
（38.6％）

703
（34.3％）

554
（27.1％）

2,047
（100.0％）

13．初回の相談方法と初回の相談者別クロス集計
本人 母親 父親 祖父母 友だち その他 関係機関 合計

電話 131
（54.8％）

53
（22.2％）

7
（2.9％）

2
（0.8％） ― 4

（1.7％）
6

（2.5％）
203

（84.9％）

メール 23
（9.6％）

2
（0.8％）

1
（0.4％） ― ― ― ― 26

（10.9％）

面接 3
（1.3％）

6
（2.5％） ― ― ― ― ― 9

（3.8％）

手紙 1
（0.4％） ― ― ― ― ― ― 1

（0.4％）

FAX ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 158
（66.1％）

61
（25.5％）

8
（3.3％）

2
（0.8％） ― 4

（1.7％）
6

（2.5％）
239

（100.0％）

14．すべての相談回数における相談方法と相談者別クロス集計 ※
電話 メール 面接 手紙 FAX 合計

子ども 386
（48.9％）

281
（35.6％）

113
（14.3％）

10
（1.3％） ― 790

（100.0％）

おとな 550
（78.2％）

50
（7.1％）

93
（13.2％）

5
（0.7％）

5
（0.7％）

703
（100.0％）

関係機関 447
（80.7％）

2
（0.4％）

100
（18.1％）

1
（0.2％）

4
（0.7％）

554
（100.0％）

合計 1,383
（67.6％）

333
（16.3％）

306
（14.9％）

16
（0.8％）

9
（0.4％）

2,047
（100.0％）

12．新規件数と総活動回数の月別推移
新規件数 総活動回数

4月 37 （15.5％） 169 （8.3％）
5月 17 （7.1％） 147 （7.2％）
6月 19 （7.9％） 169 （8.3％）
7月 14 （5.9％） 126 （6.2％）
8月 12 （5.0％） 111 （5.4％）
9月 20 （8.4％） 133 （6.5％）

10月 40 （16.7％） 228 （11.1％）
11月 19 （7.9％） 231 （11.3％）
12月 26 （10.9％） 170 （8.3％）
1月 14 （5.9％） 217 （10.6％）
2月 12 （5.0％） 168 （8.2％）
3月 9 （3.8％） 178 （8.7％）

合計 239 （100.0％） 2,047 （100.0％）
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※は新規件数に前年度からの継続件数65件を加えた304件に対しての回数

15．総活動回数における対応方法と対応時間別クロス集計 ※

10分未満 10分以上
30分未満

30分以上
1時間未満

1時間以上
1時間30分未満

1時間30分以上
2時間未満 2時間以上 メール・

FAX 手紙 合計

電話
（相談者から）

298
（14.6％）

243
（11.9％）

144
（7.0％）

26
（1.3％）

4
（0.2％） ― ― ― 715

（34.9％）

電話
（事務局から）

152
（7.4％）

53
（2.6％）

12
（0.6％）

1
（0.0％）

2
（0.1％）

1
（0.0％） ― ― 221

（10.8％）

電話
（関係機関（者））

292
（14.3％）

141
（6.9％）

13
（0.6％）

1
（0.0％） ― ― ― ― 447

（21.8％）

メール
（相談者から） ― ― ― ― ― ― 168

（8.2％） ― 168
（8.2％）

メール
（事務局から） ― ― ― ― ― ― 163

（8.0％） ― 163
（8.0％）

メール
（関係機関（者）） ― ― ― ― ― ― 2

（0.1％） ― 2
（0.1％）

面接
（事務所）

7
（0.3％）

9
（0.4％）

36
（1.8％）

60
（2.9％）

28
（1.4％）

31
（1.5％） ― ― 171

（8.4％）

訪問
（学校）

3
（0.1％）

4
（0.2％）

6
（0.3％）

5
（0.2％）

1
（0.0％） ― ― ― 19

（0.9％）

訪問
（その他）

4
（0.2％）

2
（0.1％）

2
（0.1％）

2
（0.1％）

1
（0.0％）

5
（0.2％） ― ― 16

（0.8％）

訪問
（関係機関（者））

13
（0.6％）

10
（0.5％）

11
（0.5％）

18
（0.9％）

17
（0.8％）

31
（1.5％） ― ― 100

（4.9％）

手紙
（相談者から） ― ― ― ― ― ― ― 7

（0.3％）
7

（0.3％）

手紙
（事務局から） ― ― ― ― ― ― ― 8

（0.4％）
8

（0.4％）

手紙
（関係機関（者）） ― ― ― ― ― ― ― 1

（0.0％）
1

（0.0％）

FAX
（相談者から） ― ― ― ― ― ― 4

（0.2％） ― 4
（0.2％）

FAX
（事務局から） ― ― ― ― ― ― 1

（0.0％） ― 1
（0.0％）

FAX
（関係機関（者）） ― ― ― ― ― ― 4

（0.2％） ― 4
（0.2％）

合計 769
（37.6％）

462
（22.6％）

224
（10.9％）

113
（5.5％）

53
（2.6％）

68
（3.3％）

342
（16.7％）

16
（0.8％）

2,047
（100.0％）

16．相談の継続回数と相談内容のクロス集計

いじめ 学校・教職員
等の対応 虐待 不登校 行政の対応 非行・問題

行動 体罰 差別 セクハラ 学校事故

1回のみ 15
（6.3％）

15
（6.3％）

2
（0.8%）

2
（0.8％）

1
（0.4％）

2
（0.8％） ― ― ― 1

（0.4％）

2〜9回 10
（4.2％）

14
（5.9％）

4
（1.7％）

1
（0.4％）

1
（0.4％）

2
（0.8％） ― ― ― ―

10回以上 5
（2.1％）

7
（2.9％）

1
（0.4％）

2
（0.8％） ― ― ― ― ― ―

合計 30
（12.6％）

36
（15.1％）

7
（2.9％）

5
（2.1％）

2
（0.8％）

4
（1.7％） ― ― ― 1

（0.4％）

対人関係
の悩み

家庭・家族
の悩み

子育ての
悩み

学校の
悩み 話し相手 学習・進路

の悩み
心身の
悩み 性の悩み その他 合計

1回のみ 58
（24.3％）

14
（5.9％）

11
（4.6％）

3
（1.3％） ― 5

（2.1％）
7

（2.9％）
1

（0.4％）
7

（2.9％）
144

（60.3％）

2〜9回 14
（5.9％）

13
（5.4％）

1
（0.4％）

1
（0.4％）

2
（0.8％）

1
（0.4％）

5
（2.1％） ― 3

（1.3％）
72

（30.1％）

10回以上 1
（0.4％）

1
（0.4％） ― ― ― ― 3

（1.3％）
1

（0.4％）
2

（0.8％）
23

（9.6％）

合計 73
（30.5％）

28
（11.7％）

12
（5.0％）

4
（1.7％）

2
（0.8％）

6
（2.5％）

15
（6.3％）

2
（0.8％）

12
（5.0％）

239
（100.0％）
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17．初回の相談受付の曜日別(新規件数）
月曜日 32　（13.4％）
火曜日 38　（15.9％）
水曜日 39　（16.3％）
木曜日 38　（15.9％）
金曜日 39　（16.3％）
土曜日 26　（10.9％）

メール・手紙 27　（11.3％）
合計 239（100.0％）

19．総活動回数(男女別） ※
男 1,101　（53.8％）
女 936　（45.7％）

不明 10　（0.5％）
合計 2,047（100.0％）

20．初回の相談件数における相談の内容と発生場所のクロス表（新規件数）

学校 家庭 塾・習い事 近所 幼稚園・
保育園

施設
（入所・通所） 児童館 その他 合計

対人関係
の悩み

68
（28.5％）

1
（0.4％）

2
（0.8％） ― ― ― 1

（0.4％）
1

（0.4％）
73

（30.5％）
学校・教職員

等の対応
35

（14.6％） ― ― ― ― ― 1
（0.4％） ― 36

（15.1％）

いじめ 30
（12.6％） ― ― ― ― ― ― ― 30

（12.6％）
家族・家庭の

悩み
1

（0.4％）
27

（11.3％） ― ― ― ― ― ― 28
（11.7％）

心身の悩み 9
（3.8％）

6
（2.5％） ― ― ― ― ― ― 15

（6.3％）

子育ての悩み 5
（2.1％）

6
（2.5％） ― ― ― ― ― 1

（0.4％）
12

（5.0％）

虐待 1
（0.4％）

6
（2.5％） ― ― ― ― ― ― 7

（2.9％）
学習・

進路の悩み
1

（0.4％）
3

（1.3％）
1

（0.4％） ― ― ― ― 1
（0.4％）

6
（2.5％）

不登校 5
（2.1％） ― ― ― ― ― ― ― 5

（2.1％）

学校の悩み 4
（1.7％） ― ― ― ― ― ― ― 4

（1.7％）
非行・問題行

動
1

（0.4％）
2

（0.8％） ― ― ― 1
（0.4％） ― ― 4

（1.7％）

話し相手 ― ― 1
（0.4％） ― ― ― ― 1

（0.4％）
2

（0.8％）

行政の対応 ― ― 1
（0.4％） ― ― ― ― 1

（0.4％）
2

（0.8％）

性の悩み ― 2
（0.8％） ― ― ― ― ― ― 2

（0.8％）

学校事故 1
（0.4％） ― ― ― ― ― ― ― 1

（0.4％）

その他 5
（2.1％）

3
（1.3％）

1
（0.4％） ― ― ― ― 3

（1.3％）
12

（5.0％）

合計 166
（69.5％）

56
（23.4％）

6
（2.5％） ― ― 1

（0.4％）
2

（0.8％）
8

（3.3％）
239

（100.0％）

18．初回の相談受付の時間帯別(新規件数）
10時台 3　（1.3％）
11時台 5　（2.1％）
12時台 4　（1.7％）
13時台 23　（9.6％）
14時台 26　（10.9％）
15時台 44　（18.4％）
16時台 39　（16.3％）
17時台 24　（10.0％）
18時台 21　（8.8％）
19時台 23　（9.6％）

時間外受付（メール・手紙） 27　（11.3％）
合計 239（100.0％）
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21．初回の相談件数における相談の内容と権利を侵害したとされる者のクロス表（新規件数）

いない 友だち 学校
関係者 父親 母親 父母以外

の親族
施設

関係者
近所の
おとな

先輩・
後輩 その他 不明 合計

対人関係
の悩み

68
（28.5％）

1
（0.4％） ― ― ― ― ― ― ― ― 4

（1.7％）
73

（30.5％）
学校・教職
員等の対応

8
（3.3％）

1
（0.4％）

26
（10.9％） ― ― ― 1

（0.4％） ― ― ― ― 36
（15.1％）

いじめ 3
（1.3％）

26
（10.9％） ― ― ― ― ― ― 1

（0.4％） ― ― 30
（12.6％）

家族・家庭
の悩み

25
（10.5％） ― ― ― ― 1

（0.4％） ― ― ― ― 2
（0.8％）

28
（11.7％）

心身の悩
み

15
（6.3％） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 15

（6.3％）
子育ての

悩み
11

（4.6％） ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1
（0.4％）

12
（5.0％）

虐待 1
（0.4％） ― ― 4

（1.7％）
1

（0.4％）
1

（0.4％） ― ― ― ― ― 7
（2.9％）

学習・
進路の悩み

5
（2.1％） ― ― ― 1

（0.4％） ― ― ― ― ― ― 6
（2.5％）

不登校 3
（1.3％） ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2

（0.8％）
5

（2.1％）
学校の悩

み
4

（1.7％） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4
（1.7％）

非行・
問題行動

4
（1.7％） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4

（1.7％）

話し相手 2
（0.8％） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2

（0.8％）
行政の対

応
2

（0.8％） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2
（0.8％）

性の悩み 2
（0.8％） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2

（0.8％）

学校事故 1
（0.4％） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1

（0.4％）

その他 9
（3.8％） ― ― ― ― ― ― 2

（0.8％） ― ― 1
（0.4％）

12
（5.0％）

合計 163
（68.2％）

28
（11.7％）

26
（10.9％）

4
（1.7％）

2
（0.8％）

2
（0.8％）

1
（0.4％）

2
（0.8％）

1
（0.4％） ― 10

（4.2％）
239

（100.0％）

22．委員が対応した場合の相談内容（新規件数のうち）

学校・教職員等の対応 16 （34.8％）

いじめ 10 （21.7％）

虐待 7 （15.2％）

家族・家庭の悩み 4 （8.7％）

不登校 2 （4.3％）

非行・問題行動 2 （4.3％）

行政の対応 1 （2.2％）

その他 4 （8.7％）

合計 46 （100.0％）
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アンケート結果

せたがやふるさと区民まつり

■日時／平成27年8月1日（土）、2日（日）　　　■場所／馬事公苑
■内容／クイズ･アンケート回答～ゲーム…たすけてなちゅゲーム

せたホッとクイズ参加者 幼・小 中・高・おとな 合計

2日間合計 503 52 555

（幼児：175、小学生：328、中学生：17、高校生：2、不明等：33）

「せたホッと」は何するところ？

①相談できるところ 484 87.2%

②勉強を教えてくれるところ 8 1.4%

③遊べるところ 27 4.9%

不明 36 6.5%

合計 555 100.0%

自分や自分の周りでいじめがあると思いますか？

①思う 185 33.3%

②思わない 365 65.8%

不明 5 0.9%

合計 555 100.0%

あなたは相談できる人がいますか？

①いる 519 93.5%

②いない 28 5.0%

不明 8 1.4%

合計 555 100.0%

せたホッとをつかうにはいくらかかるでしょう？

①10,000円 13 2.3%

②０円（むりょう） 478 86.1%

③500円 31 5.6%

不明 33 5.9%

合計 555 100.0%

いじめがあったら、誰かに相談できますか？

①はい 501 90.3%

②いいえ 43 7.7%

不明 11 2.0%

合計 555 100.0%
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ホッとにきゅうさいＦＡＸ
（「せたがやホッと子どもサポート」へのそうだんＦＡＸ）

　　　　年　　　月　　　日

相
そう

談
だん

したい内容は、次
つぎ

のどれにあてはまりますか。ひとつえらんでください

□いじめ　　□体
たい
罰
ばつ
　　□ いじめ・体

たい
罰
ばつ
ではない学

がっ
校
こう
のこと　　□ 虐

ぎゃく
待
たい

□ 虐
ぎゃく

待
たい
ではない家

か
庭
てい
のこと　　□ 職

しょく
場
ば
のこと　　□ その他

ほか
のこと

あなた（相
そう

談
だん

したい人）のことを教
おし

えてください

★名
な
前
まえ

（またはニックネーム）名
ふり
前
がな
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★年
ねん
齢
れい
　　　　　　歳

さい
…

★せたホッとからの返
へん
事
じ

　□ FAXで返
へん
事
じ
がほしい…FAX番号　　　　　　　　　　　　　　　　　□ 返

へん
事
じ
はいらない

　□ 電
でん
話
わ
または会

あ
って話

はな
したい…電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　

★ここからしたは、よければおしえてください

電
でん
話
わ
番
ばん
号
ごう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学

がっ
校
こう
名
めい
　　　　　　　　　　　　　　　　　

住
じゅう

所
しょ
…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性

せい
別
べつ
　　　　　

ＦＡＸ送信用　　　　ＦＡＸ番号	０３（３４３９） ６７７７

相
そう
談
だん
内
ない
容
よう
を書

か
いてください

おはなし
きかせてね
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